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はじめに

　障害を理由とする差別の解消の推進に関
する法律（平成２５年法律第６５号。以下
「障害者差別解消法」といいます。）は、
我が国が障害者の権利に関する条約（以下
「障害者権利条約」といいます。）を締結
するに当たり、国内で進められた法整備の
一環として定められたものです。
　私たちが暮らす社会には、様々な障害の
ある方が、色々な施設やサービス等を利用
して生活していますが、社会にはそうした
方々を想定していない物やサービスがたく
さんあり、障害のある方の暮らしにおける
障壁となっています。
　このため、障害者差別解消法は、行政機
関等や事業者に対し、障害を理由とする不
当な差別的取扱いを禁止しています。
　また、障害のある方が直面する社会的



障壁について、本人の求めに応じて合理
的な配慮の提供を行うことを義務付けて
います。
　そして、障害者も含めた国民一人一人
が、それぞれの立場において自発的に障害
者差別の解消の推進に向け取り組むことを
促しています。
　
　このハンドブックは、平成２８年４月の
障害者差別解消法の施行に当たり、都内の
自治体職員や、事業者の方々が、日々の活
動の中で配慮すべき事項を分かりやすくま
とめ、対応の具体例を提示するとともに、
様々な障害の特性についても分かりやすく
説明するなど法の理解を推進するために作
成したもので、東京都の職員対応要領を補
完する役割も有しています。
　その後、東京都では、法の規定を具体化
し、障害者差別解消の取組を一層推進する



ため、平成３０年１０月施行の東京都障害
者への理解促進及び差別解消の推進に関す
る条例（以下「東京都障害者差別解消条
例」又は「都条例」といいます。）におい
て、国に先駆け都内事業者における合理的
配慮の提供を義務化するとともに紛争解決
の仕組みを定めました。
　また、令和６年４月からの改正法の施行
により、全国的に事業者による合理的配慮
の提供が義務となり、この部分において都
条例との違いはなくなりました。
　当ハンドブックは、これらの状況の変化
に応じて、２度の改訂を行っています。
　
　障害者に対する差別を無くしていくた
めには、私たち一人ひとりが、障害のあ
る方のことを「知らない」「分からな
い」とせず、自分たちの職場や地域で起
こり得ることとできることを考え、障害



のある方と対話をし、具体的に行動する
ことが大切です。
　多くの方々にこのハンドブックを活用し
ていただき、それぞれの立場から取組を進
めていくことで、東京に暮らし、東京を訪
れる全ての人が、障害の有無によって分け
隔てられることなく、支え合う共生社会を
実現していきたいと考えています。

「すけだちくん」は共生社会の実現に
向けた障害者理解促進キャラクターです。
「一緒にすけだちいたそう。」をキャッチ
フレーズに障害のある方が困っていたら、
ちょっとした配慮や手助けを呼びかけます。

「すけだちくん」

一
緒
に
、

　
す
け
だ
ち

　
　
い
た
そ
う
。



目次

第１　�障害を理由とする差別の解消の推進
に関する法律とは

１　法の概要� � 1
２　�行政機関等及び事業者に求められること�
� 8

コラム：障害者雇用促進法について� 15
コラム：「社会的障壁」とは� 18
コラム：「障害の社会モデル」とは� 19
コラム：障害者の定義について� 21

第２　障害者差別を解消するには
１　不当な差別的取扱いの禁止� 25
（１）基本的考え方
（２）不当な差別的取扱いの具体例
（３）正当な理由の判断の視点
コラム：�「不当な差別的取扱い」の検討フ

ロー図� 33



２　合理的配慮の提供� 36
（１）基本的考え方
（２）合理的配慮の提供の具体例
（３）意思の表明の方法
（３）建設的対話について
（４）過重な負担の考慮事項
コラム：�「合理的配慮の提供」の検討フロ

ー図� 52

第３�　東京都障害者への理解促進及び差別
解消の推進に関する条例とは

１　条例制定の背景� 55

２�　事業者による「合理的配慮の提供」の
義務化� 56
（１）都条例における事業者とは
（２）�都内で事業を行う事業者に求められ

ること



３　相談体制について� 59
（１）広域支援相談員による相談受付
（２）広域支援相談員の業務
（３）�相談体制における区市町村との関係

について

４　紛争解決の仕組み� 63
（１）あっせん
（２）勧告
（３）公表

５　共生社会実現のための基本的施策� 67
（１）情報保障の推進
（２）言語としての手話の普及
（３）教育の推進
（４）事業者による取組の支援

第４　様々な場面における対応の例
１　対応の基本と考え方� 71



コラム：�声かけにおける支援内容の判断チ
ャート図� 79

２　様々な場面における対応の例� 81
（１）行政機関等や店舗等における対応の
例� 81
①　案内・誘導
②　相談・説明
③　手続�
コラム：�知っていますか？手話通訳者等の

守秘義務について� 97
④　情報アクセシビリティ
コラム：�開催通知等の例・参加申込書の例�

� 105
コラム：�障害者情報アクセシビリティ・コミ

ュニケーション施策推進法� 107
コラム：�デジタル技術を活用した聴覚障害者

コミュニケーション支援事業� 109
コラム：電話リレーサービス� 111



⑤　緊急時の対応
コラム：＜配慮の例＞カードルールの導入
� 115

（２）�生活場面ごとの合理的配慮の提供等
の例� 117

①　学校など
②　病院・福祉施設など
③�　交通（鉄道・バス・タクシー・飛行機
など）
④　住まい
⑤　銀行など
⑥　小売店・飲食店など
コラム：�東京都作成　障害者差別解消に関

する事例集について� 125
コラム：身体障害者補助犬とは� 127

（３）環境の整備�� 131
コラム：音声による情報保障　～DAISY・



音声コード～� 137
コラム：情報保障の推進に向けた各局の取
組を紹介� 139
コラム：福祉のまちづくりの取組を紹介
� 142
コラム：�ヒアリングループ（磁気ループ）

について�� 146

第５　障害特性について
１　視覚障害� 148
２　聴覚障害� 154
３　盲ろう� 157
４　肢体不自由� 161
５　構音障害� 169
６　失語症� 169
７　高次脳機能障害� 172
８　内部障害� 176
９�　重症心身障害・その他医療的ケアが必
要な障害者� 178



10　知的障害� 183
11　発達障害� 186
12　精神障害� 193
13　難病� 203
14　強度行動障害� 206
コラム：ヘルプマーク� 208
コラム：ヘルプカード� 210
コラム：障害者に関するマーク� 212

第６　相談体制の整備等
１　相談体制の整備について� 217
コラム：�「障害者差別解消支援地域協議

会」とは� 221
２　参考情報� 222
東京都障害者への理解及び差別解消の推進
に関する条例� 225





第１
障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律とは





1

第１�　障害を理由とする差別の解消
の推進に関する法律とは

１　法の概要
目的
　この法律は、行政機関等や事業者に対
し、障害のある人への障害を理由とする「不
当な差別的取扱い」を禁止し、障害のあ
る人から申出があった場合に「合理的配
慮の提供」を求めることなどを通じて、「共
生社会」を実現することを目指しています。

対象範囲等
①　障害者
　�　心身の機能の障害があり、障害及び
社会的障壁により継続的に日常生活や
社会生活に相当な制限を受ける状態に
ある人のことで、障害者手帳のない方
も含みます。

②　行政機関等
　�　国の府省庁や都道府県、区市町村な
どのことです。
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③　事業者� �
　�　商業その他の事業を行う企業や団体、
店舗などのことで、地方公営企業（水道、
交通、病院等）や個人事業者、非営利
のものも含み、対面やオンラインなど
サービス等の提供形態は問いません。

④�対象となる分野
　�　障害者が日常生活や社会生活で関わ
る全ての分野が対象です。
　�　ただし、雇用に係る分野を除きます。

差別解消のための措置等
①�　不当な差別的取扱いの禁止…行政機
関等、事業者ともに法的義務
②�　合理的配慮の提供…行政機関等、事
業者ともに法的義務

法改正により、令和6年4月1日から事
業者による合理的配慮の提供が義務
となりました。
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差別解消のための支援措置等
　国や地方公共団体は、相談・紛争解決
のための体制整備、地域における連携、
普及・啓発活動の実施等の取組を行うも
のとされています。

（１）　目的
○�　障害者差別解消法は、我が国が障害者
権利条約を締結する際の国内法の整備の
一環として定められたものです。
　�　全ての国民が、障害の有無によって分
け隔てられることなく、相互に人格と個
性を尊重し合いながら共生する社会の実
現に向け、障害を理由とする差別の解消
を社会において推進することを目的に制
定されました。

（２）　対象範囲等
①　障害者
○�　障害者差別解消法において障害者と
は、「身体障害、知的障害、精神障害（発
達障害及び高次脳機能障害を含む。）そ
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の他の心身の機能の障害（難病等に起因
する障害を含む。）（以下「障害」と総称
する。）がある者であって、障害及び社
会的障壁により継続的に日常生活又は社
会生活に相当な制限を受ける状態にある
もの」としています。
※「障害の社会モデル」の考え方を踏ま
えた障害者基本法における「障害者」
の定義と同じ定義です。

※「障害の社会モデル」とは、�障害者が
日常生活又は社会生活において受ける
制限は、心身の機能の障害のみならず、
社会における様々な障壁（バリア）と
相対することによって生ずるものとす
る考え方です (「障害の社会モデル」
の詳細は、19ページ参照 )。

○�　また、例えば女性の障害者は、障害に
加えて女性であることにより、更に複合
的に困難な状況に置かれている場合があ
ること、障害児には、成人の障害者とは
異なる支援の必要性があること等にも留

第
　
１



5

意が必要です。

②　行政機関等
○�　行政機関等とは、国の府省庁や独立行
政法人等、都道府県や区市町村といった
地方公共団体（地方公営企業を除く。）
及び地方独立行政法人をいいます。

③　事業者
○�　事業者とは、商業その他の事業を行う
者のことです。事業の分野や目的の営利・
非営利、個人・法人の別を問わず、同種
の行為を反復継続する意思をもって行う
者であり、個人事業者や対価を得ない無
報酬の事業を行う者も対象となります
（地方公営企業を含む。）。オンラインの
サービスも含みます。

④　対象となる分野
○�　障害者差別解消法は、障害者の日常生
活及び社会生活全般に係る幅広い分野を
対象としています。
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※行政機関等及び事業者が事業主の立場
で、労働者である障害者に対して行う
ことについては、対象外です。障害者
の雇用の促進等に関する法律（以下「障
害者雇用促進法」という。）の対象と
なります（障害者雇用促進法の詳細は、
15ページ参照）。

○�　なお、障害者差別解消法における差別
は、一般の方が個人的な関係で障害者と
接するような場合や、個人の思想、言論
等は対象にしていませんが、差別の解消
を進め、障害のある人もない人も共に支
え合う共生社会を実現していくために
は、都民の皆様の理解・協力が欠かせま
せん。

（３）　差別解消のための措置等
○�　行政機関等や事業者は、「不当な差別
的取扱い」が禁止され、「合理的配慮の
提供」が求められます。25 ページ以降
で詳しく解説します。
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（４）　差別解消のための支援措置等
○�　差別解消のための措置に対応するた
め、国が策定した基本方針に基づき、行
政機関等では対応要領を策定することと
され（地方公共団体等は努力義務）、事
業者に対しては、主務大臣が事業分野ご
とに、対応指針（ガイドライン）を策定
しています（対応指針の詳細は、11ペー
ジ参照 )。

○�　なお、事業者における取組が適切に行
われるための仕組みとして、同一の事業
者によって繰り返し障害者の権利侵害に
当たるような差別が行われ、自主的な改
善が期待できない場合などには、その事
業者の事業を担当する大臣が、事業者に
対し、報告を求めたり、助言・指導や勧
告を行うといった行政措置を行うことが
できることとなっています。

都条例では、「公表」の措置まで定め
ています。

第
　
１



8

２�　行政機関等及び事業者に求められ
ること
行政機関等
　不当な差別的取扱いの禁止（法的義務）
　合理的配慮の提供（法的義務）

事業者
　不当な差別的取扱いの禁止（法的義務）
　合理的配慮の提供（法的義務）

職員対応要領を遵守

分野ごとの対応指針を遵守

第
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（１）行政機関等の職員に求められること
○�　東京都や区市町村といった地方公共団
体は、国と同様、障害者差別の解消に率
先して取り組む主体として、「不当な差
別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の
提供」が法的義務とされています（詳細
は 25ページから 54ページ参照）。

○�　東京都では、職員の服務規律の一環と
して、職員対応要領を定めており、本ハン
ドブックは、これを補完するものです。
25ページ以降に記載している対応の考え
方や具体的な事例を踏まえ、東京都職員
は適切な対応を取らなくてはなりません。

○�　東京都が設置する施設や事業所等で、
主務大臣が定める対応指針の分野に係る
事業者として、事業を行う場合やこれに
類似する事業を行う場合等は、本ハンド
ブックだけでなく、該当分野の対応指針
にも従う必要があります。
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○�　また、行政機関等が施設の運営や事務・
事業を事業者に委託する場合等には、事
業者が適切に合理的配慮を提供するよう
留意が必要です。

○�　区市町村においても、職員対応要領を
作成し、障害者差別の解消に向けた取組
を行う際の参考として、本ハンドブック
をご活用ください。

（２）事業者に求められること
○�　事業者には、不当な差別的取扱いの禁
止が義務付けられる一方、その事業内容
や規模により、障害のある方との関わり
方や求められる配慮も多種多様であるこ
とから、合理的配慮の提供については、
法においては努力義務とされていまし
た。しかし、法改正により、令和６年４
月１日から、事業者においても合理的配
慮の提供が義務となっています。事業者
は、対応指針に従い、積極的な取組が求
められます。
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○�　障害のある方に合理的配慮の提供を行
うことは、障害のある方が障害のない方
と同等の権利を得られるようにするため
に重要な取組です。また、障害者への理
解を深め、障害者差別を解消する取組を
通じ、施設等の利便性やサービスの質を
向上させることは、誰にでも優しく使い
やすい施設等やサービスを提供すること
にもつながります。

○　本ハンドブックには、行政機関等・事
業者双方に共通する考え方や具体例を盛り
込んでいますので、実際の場面での参考と
してご活用ください。

※対応指針とは…
　各府省庁において、所管する事業分野ご
とに、事業者の適切な対応・判断に資する
ために主務大臣が作成した指針 ( ガイドラ
イン )を指します。
＜例＞
　　○内閣府（認定こども園）
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　　○�文部科学省（教育分野、スポーツ分
野、文化芸術分野等）

　　○�国土交通省（不動産関係、設計等業
関係、鉄道事業関係、旅行業関係等）

　　○�厚生労働省（福祉事業者、衛生事業
者、医療関係事業者等）�等

　なお、各府省庁の定める対応指針は、内
閣府ホームページで確認できます（詳細は、
224ページ参照）。
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障害者差別解消法の概要
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※内閣府 HP（https://www8.cao.go.jp/
shougai/suishin/pdf/law_h25-65_
gaiyo.pdf）障害者差別解消法　法律概要
を加工して作成
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　障害者雇用促進法では、事業主の障害
者に対する差別の禁止及び合理的配慮
義務が定められています。

ポイント
①��雇用の分野での障害者差別を禁止
　障害者であることを理由とした障害の
ない人との不当な差別的取扱いを禁止
②��雇用の分野での合理的配慮の提供義務
　障害者に対する合理的配慮（雇用分野
における障害者に対する差別の禁止及び
障害者が職場で働くに当たっての支障を
改善するための措置）の提供を義務付け
③�相談体制の整備、苦情処理・紛争解決
の援助
　障害者からの相談に対応する体制の整
備を義務付け
　障害者からの苦情を自主的に解決する
ことは努力義務

第
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【差別の主な具体例】
１　募集・採用の機会
　・�　身体障害、知的障害、精神障害、車
いすの使用、人工呼吸器の使用などを
理由として採用を拒否すること�等

２�　賃金の決定、教育訓練の実施、福利
厚生施設の利用　
障害者であることを理由として、以下の
ような不当な差別的取扱いを行うこと
　・�　賃金を引き下げること、低い賃金を
設定すること、昇給をさせないこと

　・　研修、現場実習を受けさせないこと
　・�　食堂や休憩室の利用を認めないこ
と�等

【合理的配慮の提供の主な具体例】
１　募集・採用の配慮
　・�　採用試験の問題用紙を点訳・音訳す
ること、試験などで拡大読書器を利用
できるようにすること、試験の回答時
間を延長すること・回答方法を工夫す

第
　
１
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ること　等

２　施設の整備、援助を行う者の配置
　・�　車いす使用者に合わせて、机や作業
台の高さを調整すること

　・�　文字だけでなく口頭での説明を行う
こと、口頭だけでなく分かりやすい文
書・絵図を用いて説明すること、筆談
ができるようにすること

　・�　手話通訳者や要約筆記者を配置・派
遣すること、雇用主との間で調整する
相談員を置くこと

　・�　通勤時のラッシュを避けるため勤務
時間を変更すること�等

※詳しくは、厚生労働省のホームページ
を参照してください。
ht tps : / /www.mh lw .go . jp/s t f /
se isakuni tsu i te/bunya/koyou_
roudou/koyou/shougaishakoyou/
shougaisha_h25/index.html

第
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　「社会的障壁」とは、「障害がある者に
とって日常生活又は社会生活を営む上で
障壁となるような社会における事物、制
度、慣行、観念その他一切のもの」と定
義されています。
　具体的にはどのようなものでしょうか。

【社会的障壁の例】
・�事物…�通行や利用がしにくい施設、設

備等
　（例：�階段がある、通路の幅が狭く車

いすが通れない、ウェブサイト
が拡大・音声読み上げなどの閲
覧補助に対応しておらず閲覧で
きない　等）

・制度…利用しにくい制度
　（例：�障害があると加入できない会員

規約�等）

第
　
１
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・慣行…�障害のある方の存在を意識して
いない慣習や文化等

　（例：�講演会の申込先が電話番号しか
ないため、聴覚・言語障害者が
申し込めない�等）

・観念…障害のある方への偏見など
　（例：�障害のある方は、○○と思うに

違いない�等）

・「障害の社会モデル」とは、障害者が日常
生活又は社会生活において受ける制限は、
心身の機能の障害のみならず、社会におけ
る様々な障壁と相対することによって生じ
るという考え方です。
・障害者権利条約では、「障害の社会モデ
ル」の考え方に基づき、社会の側に障壁を
取り除く責任があり、「不当な差別的取扱
い」と「合理的配慮を提供しないこと」は、
どちらも「差別」に当たります。

第
　
１
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・「障害の社会モデル」の考え方に立つこ
とで、社会の中で見過ごされている「障壁」
に気付くことができます。そのような障壁
を、どのようにすれば取り除くことができる
か、考えていきましょう。

【障害の社会モデルの例】
①�講演会の申込先が電話番号しかないた
め、聴覚・言語障害者が申し込めない。
→講演会の申込を電話でのみ受け付ける
という「慣行」による「社会的障壁」が
あるケース

②�階段があり、車いすで通れない。
→階段という「事物」による「社会的障壁」
があるケース

では、①②の障壁は、どうしたら取り除
くことができるでしょうか。

・①については、「申込をメールや FAX
でも受け付ける」ことで解決できます。

第
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・②については、「工事を行う」・「簡易ス
ロープをつける」といった対応が考えら
れます。

　障害者差別解消法の対象となる「障害
者」は、障害者の手帳の有無は関係があ
りません。障害者手帳がなくても、何ら
かの障害があり（３ページの定義参照）、
「障害及び社会的障壁により継続的に日
常生活又は社会生活に相当な制限を受け
る状態にある」方は、障害者差別解消法
の対象になります。

⎧
｜
⎨
｜
⎩

＋

簡易スロープ

第
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〇『境界知能』を知っていますか？
・�境界知能とは、IQが 70 以上 85 未満
で知的障害の診断が出ていない方に対
して使われることのある言葉です。
・�境界知能の子どもは、学習困難や、対
人関係やコミュニケーションの困難、身
の回りや社会生活の困難を感じやすく、
境界知能の大人も、日常生活や仕事に
おいて困難を感じる傾向があります。
・�しかし、困っていることに気づかれに
くく、支援につながらないことも多い
といわれており、本人は「何かうまく
いかない」ということが積み重なり、
非行や精神疾患につながる可能性も指
摘されています。

　障害者差別解消法では、このように制
度的な障害の基準に達しないものの、日
常生活でなんらかの障害を感じている方
たち（例えば『境界知能』の方たち）も
法の対象になります。
　『境界知能』をはじめ、障害者手帳が

第
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なくとも、生活等に困難を感じている方
がいらっしゃることをご理解ください。
そして、実際に障害を理由とする差別の
相談などがあった場合には、法に基づい
た適切な対応をお願いします。

（法の対象）

＋

身体障害
のある人

知的障害
のある人

精神障害のある人
（発達障害・高次脳
機能障害のある人

を含む）

障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は
社会生活に相当な制限を受ける状態にある人

難病などにより、
心や身体の機能に
障害のある人

第
　
１
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第２　障害者差別を解消するには
１　不当な差別的取扱いの禁止

・�　不当な差別的取扱いとは、障害を理由
として、正当な理由なく、サービスの提供
を拒否したり、制限したり、条件を付けた
りするような行為をいいます。

・�　行政機関等又は事業者は、正当な理由
なく、障害者の権利利益を侵害してはな
りません。

・�　障害者の事実上の平等を促進し、又は
達成するために必要な特別な措置を行う
ことは、不当な差別的取扱いには当たりま
せん。

・�　正当な理由に相当するか否かは、個別
の事案ごとに判断することが必要です。

第
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（１）基本的考え方
○�　障害者差別解消法は、障害者に対して、
正当な理由なく、障害を理由として、サー
ビス等の提供を拒否する、サービス等の
提供に当たって場所・時間帯などを制限
する、障害者でない者に対しては付さな
い条件を付すなどにより、障害者の権利
利益を侵害することを禁止しています。

〇�　車いす、補助犬といった支援機器等を
利用していることや介助者がいること等
（社会的障壁を解消するための手段の利
用等）を理由に、不当な差別的取扱いを
することも、障害を理由とする不当な差
別的取扱いに当たります。

○�　なお、障害者を障害者でない者と事実
上平等にするために、障害者に対して特
別な対応をすることは、不当な差別的取
扱いではありません。

第
　
２



27

○�　障害者を障害者でない者と事実上平等
にする対応は、下記のような対応を指し
ます。
・�　障害者に対して障害者でない者と平等な
機会をつくるために、必要な範囲で、障害者
を障害者でない者よりも優遇すること（い
わゆる積極的改善措置）。
・�　障害者差別解消法に規定された合理的
配慮の提供により、障害者でない者と異な
る取扱いをすること。
・�　合理的配慮を提供するために、プライバ
シーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等
を確認すること。

○�　つまり、不当な差別的取扱いとは、事
務・事業の諸事情が同じ状況において、
正当な理由なく、障害者を障害者でない
者より不利に取り扱うことを指します。

（２）不当な差別的取扱いの具体例
○�　次のような取扱いをすることは「不当な
差別的取扱い」となるおそれがあります。

第
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・�　障害があることを理由に、窓口での対応
を拒んだり、本人の同意なく対応の順番を
後回しにしたり、業務の遂行に支障がない
にもかかわらず障害者でない者と別の場所
で対応をすること。
・�　障害があることを理由に、書面の交付・
資料の送付・パンフレットの提供等を拒
み、そこに記載されている内容や情報を伝
えないこと。
・�　障害があることを理由に、説明会・行事
等への参加を拒んだり、施設等の利用を制
限すること。
・�　事務・事業の遂行上、特に必要ではない
にもかかわらず、障害があることを理由に、
来庁等の際に付添者の同行を求めるなど
の条件を付けること。
・�　障害の種類や程度、サービス提供の場面
における本人や第三者の安全性などについ
て考慮することなく、漠然とした安全上の
問題を理由に施設利用を拒否すること。

・�　障害があることを理由として、言葉遣いや接

第
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客の態度など一律に接遇の質を下げること。
・�　障害があることを理由として、障害者本
人やその家族に対して、保証人を求めるな
ど、障害者でない者とは異なる扱いをする
こと。

○�　なお、具体例はあくまで例示であり、
また、個別の事案において正当な理由が
認められるときは、不当な差別的取扱い
と判断されない場合があります。

（３）正当な理由の判断の視点
○�　障害者に対する各種行為が、不当な差
別的取扱いであるかどうかは、「正当な
理由」の有無により判断されます。

○�　正当な理由に相当するのは、それが客
観的に正当な目的（例：安全の確保、財
産の保全、事務又は事業の目的・内容・
機能の維持、損害発生の防止等）のもと
に行われたものであり、その目的に照ら
してやむを得ないと言える場合です。

第
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○�　正当な理由があるため、不当な差別的
取扱いに該当しないと考えられる例

【留意事項】
　以下に記載する例はあくまで例示であ
り、正当な理由があるか否かについては、
個別の事案ごとに判断する必要がありま
す。例に類似しているからといって、正
当な理由があるため不当な差別的取扱い
にならないと安易に判断してはいけませ
ん。
　正当な理由があると判断した場合でも、
障害者本人にその理由を丁寧に説明し、
理解を得るよう努めることが重要です。

（障害者本人の安全確保に関する事例）
例�　実習を伴う講座において、実習に必要
な作業を行う際に具体的な危険の発生が
見込まれる障害特性のある障害者に対
し、障害者本人に丁寧に説明して理解を
得た上で、当該実習とは別の実習を設定
した。

第
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（事業者の損害発生の防止に関する事例）
例�　飲食店において、車いす使用者が畳敷
きの個室に車いすで乗り入れることを希
望した際に、障害者本人に丁寧に説明し
て理解を得た上で、敷物を敷く等、畳を
保護するための対応を行った。

（障害者本人の財産の保全に関する事例）
例�　銀行において口座開設等の手続を行う
ため、預金者となる障害者本人の同行者
が代筆をしようとした際に、障害者本人に
丁寧に説明して理解を得た上で、必要な範
囲で、障害者本人に対し、障害の状況（代
筆が必要か等）や本人の取引意思等を確
認した。

○�　正当な理由に相当するかどうかは、事
案ごとに、障害者、事業者、第三者の権
利利益の保護等の観点から、具体的場面
や状況に応じて総合的・客観的に判断す
ることが必要です。

第
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○�　「客観的に判断する」に当たっては、
その主張が客観的な事実によって裏付け
られ、第三者の立場から見ても納得を得
られるような「客観性」があることが必
要です。

○�　個別の事案において、正当な理由があ
ると判断した場合には、障害者にその理
由を丁寧に説明し、理解を得るよう努め
ることが必要です。その際、行政機関等
あるいは事業者と障害者双方が、お互い
に相手の立場を尊重しながら相互理解を
図ることが求められます。

○�　なお、正当な理由があることを根拠に、
対応しないというのは、障害者差別解消法
の趣旨に反します。例えば、単に「事故の
危険がある」といった不確実な理由により
サービスを提供しないことは適切ではあり
ません。他に何か解決する方法はないか、
障害者本人とも話し合いながら、柔軟に
考えて取り組んでいくことが必要です。

第
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　�　また、本人から申出があった場合は、
「合理的配慮の提供」（36 ページ以降参
照）を検討しましょう。下記フロー図も
ご参照ください。

・�「不当な差別的取扱い」法的判断の検討プ
ロセスフロー
〇�　障害を理由とする差別の解消の推進に
関する法律（平成２５年法律第６５号）

（�事業者における障害を理由とする差別の
禁止）
第�八条　事業者はその事業を行うに当た
り、障害を理由として障害者でない者と
不当な差別的取扱いをすることにより、
障害者の権利利益を侵害してはならな
い。

第
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第
　
２

・「不当な差別的取扱い」法的判断の検討プロセス フロー

〇障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２ 年法律第６５

号）

（事業者における障害を理由とする差別の禁止）

第八条 事業者はその事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者

と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはな

らない。

１ 事業者の対応は、事業（財・サービスや各種機会の提供等）を行うに当た

り行ったものですか？

事業を行うに当たり行ったもの 事業の対応に関係ない⇒ ヘ

⇒ ヘ

２ 事業者の対応には、障害を理由とする、障害者でない者と比べた異なる

取扱いがありますか？

ある ⇒ ヘ ない ⇒ ヘ

３ 事業者の対応は、障害者、事業者、第三者の権利利益等の観点から、正

当な理由によるものと判断できるでしょうか？

正当な理由の判断の視点（以下①②両方を満たせば「正当な理由あり」）

① ２の異なる取扱いは、客観的に見て正当な目的の下に行われたもの

か 障害者、事業者、第三者の権利利益の観点から検討

（例：安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損

害発生の防止 等）

② その目的に照らしてやむを得ないといえるか

・①の目的のために必要な範囲のものとなっているか？

・必要な範囲を超え不必要な制限を課すものとなっていないか？

正当な理由なし ⇒ ヘ 正当な理由あり ⇒ ２ヘ

事業者の対応は 事業者の対応は

「不当な差別的取扱い」に該当 「不当な差別的取扱い」に該当しない

障害者からの申出があった場合には「合理的配慮の提供」を検討
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（参考）内閣府「障害を理由とする差別の
解消の推進相談対応ケーススタディ集」を
加工して作成
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/
tyosa/r04jirei/pdf/case_study.pdf
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２　合理的配慮の提供

・�　合理的配慮の提供とは、障害者から社
会的障壁の除去（「社会的障壁」の詳細
は、18ページ参照）を必要としている旨
の意思の表明があった場合に、その実施
に伴う負担が過重でないときに、社会的
障壁を除去するための必要かつ合理的な
取組を行うことをいいます。

・�　行政機関等及び事業者は、合理的配慮
の提供が法的義務です。事業者は、法改
正により、令和６年４月１日から、合理的
配慮の提供が法的義務となっています
（それ以前は、法では努力義務、都内事
業者は都条例により平成３０年１０月から
義務としていました）。

・�　合理的配慮の提供は、障害のある方が
障害のない方と同等の権利を得られるよ
うにするための重要な取組です。合理的
配慮の提供の方法は一つではなく、申出
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のあった方法では対応が難しい場合で
も、「建設的対話」を通じて、代替措
置の選択も含め、柔軟に対応してくだ
さい。

・�　過重な負担については、個別の事案ご
とに、行政機関等及び事業者が、事務・事
業への影響の程度等を考慮し、具体的場
面や状況に応じて総合的・客観的に判断
し、障害者に説明することが必要です。

・�　なお、合理的配慮の提供は、個々の障
害者に対して、その状況に応じて個別に
実施することなので、主に不特定多数の
障害者を対象に行う「環境の整備」（環
境の整備の詳細は、131ページ参照）とは
異なります。

（１）基本的考え方
○�　障害者差別解消法は、行政機関等及び
事業者に対し、個々の場面において、障
害者から現に社会的障壁の除去を必要と

第
　
２



38

している旨の意思の表明があった場合、
その実施に伴う負担が過重でないとき
は、障害者の権利利益を侵害することと
ならないよう、社会的障壁の除去の実施
について、必要かつ合理的な配慮（以下
「合理的配慮」といいます。）を行うこと
を求めています。

○�　合理的配慮の提供は、障害者が権利行
使するために重要な取組です。障害のあ
る方は、ある目的のために、障害特性に
応じて、障害のない方と異なる手段や方
法で行う（＝「合理的配慮の提供」を受
ける）ことで、障害のない方と平等な結
果を得られるようになります。

○�　合理的配慮の提供は、障害の特性や具
体的場面によって異なる、多様で個別性
の高いものです。障害者が実際に置かれ
ている状況を踏まえ、選択し得る手段や
方法について、「過重な負担」を伴うも
のかどうか、様々な要素を考慮すること
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が必要です。
　�　そして、双方の建設的対話による相互
理解を通じ、代替措置の選択も含め、柔
軟に対応がなされることが必要です。

○�　なお、いわゆるバリアフリー化や情報
保障のための機器の導入を行うこと等
は、「環境の整備」として、「合理的配慮
の提供」とは異なる概念です（環境の整
備の詳細は、131ページ参照）。

○�　また、合理的配慮の提供にあたっては、
下記事項に留意することが必要です。
　・�　事務又は事業の目的・内容・機能の本
質的な変更には及ばないこと。

　・�　必要とされる範囲で本来の業務に付随
するものに限られること。

　・�　障害者でない者との比較において同等
の機会の提供を受けるためのものである
こと。

　・�　合理的配慮の内容等は、障害者本人に
直接確認し、その意向を尊重すること。
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　・�　合理的配慮の内容は、技術の進展、社
会情勢の変化等に応じて変更すべきもの
であること。

〇�　合理的配慮の提供義務違反にあたらな
いと考えられる例

【留意事項】
　以下に記載する例はあくまで例示であ
り、合理的配慮の提供義務違反に当たる
か否かについては、個別の事案ごとに判
断する必要があります。例に類似してい
るからといって、合理的配慮の提供義務
違反にあたらないと安易に判断してはい
けません。
　障害者からの申出どおりの対応が困難
な場合でも、障害者本人との建設的対話
を通じて相互理解を深め、代替策を柔軟
に検討していくことが重要です。

（必要とされる範囲で本来の業務に付随す
るものに限られることの事例）
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例�　飲食店において、食事介助を求められ
た場合に、当該飲食店が当該業務を事業
の一環として行っていないことから、障
害者本人に対応が難しいことを丁寧に説
明し、理解を得るように努めた。

＜合理的配慮の提供に至るまでのプロセス
イメージ＞

（２）合理的配慮の提供の具体例
○�　障害者本人からの求めに応じた次のよ
うな対応が「合理的配慮の提供」に当た
ります。
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�（物理的環境への配慮）
　・�　車いす使用者のために段差に携帯ス
ロープを渡すことや、高いところの陳列
商品をとって渡すこと

�（意思疎通の配慮）
　・�　障害者本人に適切なコミュニケーショ
ン方法を確認して、筆談、読み上げ、手話、
コミュニケーションボードの活用などによ
るコミュニケーション、振り仮名や写真、イ
ラストなど分かりやすい表現を使って説
明をすること

�（ルール・慣行の柔軟な変更）
　・�　障害特性に応じた休憩時間の調整や必
要なデジタル機器の使用を許可すること

　・�　店内の移動や商品場所の特定が困難な
障害者に対し、店内移動と買い物の支援
を行うこと

〇�　なお、上記の内容はあくまで例示であ
り、あらゆる事業者が必ずしも実施する
ものではないことにご留意ください。
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〇�　障害者から配慮の申出があったにも関
わらず、対応の検討を行わずに断る場合
などは、合理的配慮の提供の義務違反に
該当するおそれがあります。
　（�合理的配慮の提供義務違反に該当する
と考えられる例）

　・�　試験を受ける際に筆記が困難なため
デジタル機器の使用を求める申出があっ
た場合に、前例がないことを理由に、必
要な調整を行うことなく一律に対応を断
ること。

　・�　イベント会場内の移動に際して支援を
求める申出があった場合に、「何かあった
ら困る」という抽象的な理由で具体的な支
援の可能性を検討せず、支援を断ること。

　・�　電話利用が困難な障害者から、電話
以外の手段により手続が行えるよう対応
を求められた場合に、マニュアル上、利用
者本人による電話のみで手続可能とされ
ていることを理由として、メールや電話リ
レーサービスを介した電話等の代替措
置を検討せずに対応を断ること。

第
　
２



44

　・�　セミナーにおいて、弱視の障害者から
スクリーンや板書がよく見える席での受
講を希望する申出があった場合に、対応
を検討せずに「特別扱いはできない」と
いう理由で対応を断ること。

〇�　なお、上記の内容はあくまで例示であ
り、合理的配慮の提供義務違反に当たる
かどうかについては、個別の事案ごとに
判断することが必要です。

○�　合理的配慮の提供の具体例は、「第４　
様々な場面における対応の例」（71ペー
ジ以降）でも詳しく説明しています。

（３）意思の表明の方法
○�　意思の表明の方法は、言語（手話を含
みます。）のほか、点字、拡大文字、筆談、
実物の提示や身振りサイン等による合
図、触覚による意思伝達など、障害者が
他人とコミュニケーションを図る際に必
要な手段（通訳を介するものを含みま
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す。）によって行われます。その際に、
障害者側は、社会的障壁を解消するため
の方法等を相手にわかりやすく伝えるこ
とが望ましいといえます。

○�　また、障害者本人からの意思の表明だ
けでなく、知的障害や発達障害を含む精
神障害等の障害特性により本人からの意
思の表明が困難な場合には、障害者の家
族、支援者・介助者、法定代理人等、コミュ
ニケーションを支援する者が本人を補佐
して行うものも、意思の表明に含まれます。
　※�上記の本人の補佐は、本人の意向をど
のように反映しているか、本人にとっ
て最善の利益となっているかなどに注
意する必要があります。

○�　なお、障害者等から意思の表明がない
場合であっても、障害者が社会的障壁の
除去を必要としていることが明白である
ときには、当該障害者に対して適切と思
われる配慮を行うために、行政機関等・
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事業者から障害者に対し建設的対話を積
極的に働きかけるなど、自主的に取り組
むことが望ましいといえます。

（４）建設的対話について
○�　合理的配慮の提供に当たっては、障害
者からの社会的障壁の除去についての申
出の内容（「社会的障壁」の詳細は、18
ページ参照）と、その申出に対し過重な
負担のない範囲でできる対応について、
障害者と事業者が対話を重ね、解決策を
検討していくことがとても重要です。こ
のような双方のやりとりを「建設的対話」
といいます。

○�　合理的配慮の提供の方法は、一つでは
ありません。申出のあった方法では対応
が難しい場合でも、障害者と、行政機関
等・事業者双方が持っている情報や意見
を伝え合い、お互いに相手の立場を尊重
しながら建設的対話に努めることで、目
的に応じて代替となる手段を見つけてい
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くことができます。

〇�　建設的対話にあたっては、障害のある
人が障害のない人と同等の権利・平等な
結果を得られるようにするために、何が
できるかということを念頭に対応検討し
ましょう。

○�　例えば、障害者本人が、社会的障壁の
除去のために普段講じている対策や、行
政機関等あるいは事業者が対応可能な取
組等を対話の中で共有する等、建設的対
話を通じて相互理解を深め、様々な対応
策を柔軟に検討していくことが円滑な対
応につながります。

○�　なお、事業者が次項の「（５）過重な負
担の考慮事項」に照らし合わせ、過重な
負担に当たると判断した場合には、障害
者にその理由を丁寧に説明し、障害者の
理解を得るよう努めることが必要です。
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○�　このような建設的対話を通じて、様々
な障害のある方や、その方を取り巻く社
会的障壁を理解していくことが、差別の
ない社会の実現につながります。

（５）過重な負担の考慮事項
○�　合理的配慮の提供は、「ここまでしな
ければならない」という一律の考え方は
馴染みません。過重な負担については、
以下の視点を踏まえ、個別の状況等に基
づき、総合的・客観的に判断することが
必要です。

　①　事務・事業への影響の程度
　　・�　事務・事業の目的、内容、機能を

損なうか否か
　　・�　当該措置を講ずることによるサー

ビス提供への影響、その他の事業へ
の影響の程度

　②�　実現可能性の程度（物理的・技術的
制約、人的・体制上の制約）
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　　・�　施設の立地状況や所有形態等、当
該措置を講ずるための機器や技術、
人材の確保、設備の整備等の制約に
応じた実現可能性の程度

　③　費用の程度
　　・�　当該措置を講ずることによる費用

の程度

　④　事務・事業規模
　　・�　当該事業所等の規模に応じた負担

の程度

　⑤　財政・財務状況
　　・�　当該事業所等の財政・財務状況に

応じた負担の程度

〇�　「過重な負担」との兼ね合いで、合理
的配慮の提供義務違反にならないと考え
られる例
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【留意事項】
　以下に記載する例はあくまで例示であ
り、合理的配慮の提供義務違反に当たる
か否かについては、個別の事案ごとに判
断する必要があります。例に類似してい
るからといって、合理的配慮の提供義務
違反に当たらないと安易に判断してはい
けません。
　過重な負担にあたると判断した場合で
も、建設的対話を通じて相互理解を深め、
代替案を柔軟に検討していくことが重要
です。

（�事務・事業の目的・内容・機能の本質的
な変更には及ばないことの事例）
例�　オンライン講座の配信のみを行ってい
る事業者が、障害者から、オンラインで
の集団受講では理解が難しいため、対面
での個別指導を求められた場合に、当該
対応はその事業の目的・内容とは異なる
ものであり、対面での個別指導が可能な
人的体制・設備も有していないことから、
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障害者本人に対応が難しいことを丁寧に
説明し、理解を得るよう努めた。

（�過重な負担（人的・体制上の制約）があ
る事例）
例�　小売店の店員が、混雑時に視覚障害者
から、店内を付き添って買物の補助を求
められた場合に、混雑時のため付添いは
できないが、店員が買物リストを書き留
めて商品を準備することを提案した。

〇�　過重な負担にあたると判断した場合
は、障害者に丁寧にその理由を説明する
ものとし、理解を得るよう努めることが
望ましいです。その際には、行政機関等
及び事業者と障害者の双方が、お互いに
相手の立場を尊重しながら建設的対話を
通じて相互理解を図り、代替措置の選択
を含めた対応を柔軟に検討することが求
められます。
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合理的配慮の提供法的判断の検討プロセス
フロー
〇�　障害を理由とする差別の解消の推進に
関する法律（平成２５年法律第６５号）
※改正法による、令和６年４月１日から義
務化（改正後の条文は以下のとおり）
　（事業者における障害を理由とする差別
の禁止）
　第八条
　２�　事業者は、その事業を行うに当たり、
障害者から現に社会的障壁の除去を必
要としている旨の意思の表明があった
場合において、その実施に伴う負担が
過重でないときは、障害者の権利利益
を侵害することとならないよう、当該
障害者の性別、年齢及び障害の状態に
応じて、社会的障壁の除去の実施につ
いて必要かつ合理的な配慮をしなけれ
ばならない。
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「合理的配慮の提供」の検討フロー図

合理的配慮の提供 法的判断の検討プロセス フロー

〇障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２ 年法律第６５号）

※改正法による、令和６年 月 日から義務化（改正後の条文は以下のとお

り）

（事業者における障害を理由とする差別の禁止）

第八条

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を

必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担

が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当

該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施に

ついて必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

１、障害者から事業者に対し、事業（財・サービスや各種機会の提供等）を行

うに当たり社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明がありましたか？

ある ⇒ ２へ ない

・本人からの求め

・家族や支援者・介助者等からの求め

（本人からの意思表明が困難な場合）

２ 求められている配慮は、社会的障壁の除去について「必要かつ合理的な配

慮」に該当しますか？

必要かつ合理的な配慮とは（以下３つ全てを満たす必要がある）

事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、

① 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること

② 障害者でない者との比較において均等な機会の提供を受けるためのもの

であること

③ 事業の目的・内容・機能の本質的な変更に及ばないこと

該当する（①～③全てを満たす） 該当しない⇒ へ

⇒ へ （①～③を満たさない）

３ 求められている配慮は「過重な負担」に該当しますか？

過重な負担の判断の要素等

・事業への影響の程度

・実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約）

・費用、負担の程度

・事務、事業規模

・財政、財務状況

該当する ⇒ へ 該当しない

４ 建設的対話により、どのような代替案が考えられますか？

合理的配慮の提供
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（参考）内閣府「障害を理由とする差別の
解消の推進相談対応ケーススタディ集」を
加工して作成　
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/
tyosa/r04jirei/pdf/case_study.pdf
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第３�　東京都障害者への理解促進及
び差別解消の推進に関する条例
とは

１　条例制定の背景
○�　東京都では、社会全体で障害者への理
解を深め、差別を無くす取組を一層推進
するため、平成２９年３月より、障害の
ある方、事業者や学識経験者等様々な立
場の方で構成される委員会において、条
例制定の検討を行ってきました。

○�　東京都は、障害者権利条約、障害者基
本法及び障害者差別解消法の理念のも
と、障害を理由とする差別を禁止すると
ともに、建設的対話等を通じて、差別を
解消していく仕組みを定めることによ
り、東京に暮らし、東京を訪れる全ての
人が、障害の有無によって分け隔てられ
ることなく、相互に人格と個性を尊重し
合いながら共生する社会の実現を目指
し、平成３０年に「東京都障害者への理
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解促進及び差別解消の推進に関する条
例」を制定しました。

２�　事業者による「合理的配慮の提供」
の義務化

（１）　都条例における事業者とは
○�　都条例の対象となる事業者は、「東京
都内」にある事業者すべてです。

○�　例えば、同一事業者のうち、A店が都
内、B店は都外、C本社は都外にある場合、
都内で事業を行うA店のみ都条例の対象
となります。
　※�都外で事業を行う B店及び C本社に
ついては、その所在地の自治体にご相
談をお願いします。

（２）�　都内で事業を行う事業者に求められ
ること

○�　障害者への制限は、社会における様々
な障壁と相対することで生じているとい
う「障害の社会モデル」（障害の社会モ
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デルの詳細は、19 ぺージ参照）の考え
方に基づき、都は、障害者差別解消法の
改正（※）に先立ち、平成３０年に制定
した都条例で、都内の事業者による合理
的配慮の提供を義務化しました
　�（※令和６年４月１日以降、法改正によ
り、全国的に事業者による合理的配慮の
提供が法的義務となっています）。

○�　「合理的配慮の提供」として求められ
ることは、個々の障害者に対して、その
状況に応じて個別に実施される措置であ
り、「環境の整備」とは異なります（合
理的配慮の提供の詳細は、36 ページか
ら 54ページ参照・環境の整備の詳細は、
131ページ参照）。

○�　なお、合理的配慮の提供に当たっては、
「過重な負担がなく」できることは何か、
障害者・事業者の双方が対話による相互
理解を通じて、代替手段の検討も含めて
問題の解決を図ることがとても重要です。
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★�問題の解決方法は１つではありません。
　�「建設的対話」などを通じて、障害者・事業
者双方が理解し合い、柔軟な解決方法を探
していくことが必要です。
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障害者差別解消法 都条例

行政機関等 事業者 行政機関
等・事業者

不当な差別
的取扱い 禁止 禁止 禁止

合理的配慮
の提供 義務 努力義務⇒

義務（※） 義務

※�障害者差別解消法の改正により、令和６年４月
１日から、事業者による合理的配慮の提供が法
的義務となりました。

障害者差別解消法と都条例の比較
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３　相談体制について
　都条例では、障害者差別に関する事案解
決に向けて、相談体制を設けています。

（１）　広域支援相談員による相談受付
○�　東京都では、知識経験のある「広域支
援相談員」を配置して、障害者差別解消
に関する相談対応をしています（相談窓
口の詳細は 220 ページをご覧くださ
い）。なお、区市町村においても、障害
者差別解消に関する相談体制を整えてい
ます。
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事業者・
行政機関等障害者 障害者差別に

関する事案

東京都広域支援相談員

区市町村・身近な相談機関等

相談 相談

支援・連携
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○�　障害者ご本人や周りの関係者の方から
の相談はもちろんのこと、事業者からの
相談も含め、幅広く相談を受け付けます。

（２）　広域支援相談員の業務
○�　広域支援相談員は、区市町村と連携し、
相談者への助言や調査、情報提供及び関
係者間の調整などを行います。

〇�　対象となる相談事案は、都内の事業者
に関する事案（※ 56ページの「２（１）
都条例における事業者とは」参照）です。
なお、対象外のご相談を受け付けた場合
は、適切な相談窓口等をご案内させてい
ただきます。

（３）�　相談体制における区市町村との関係
について

○�　国の基本方針では、相談対応等におい
て、地域における障害を理由とする差別
の解消を促進し、共生社会の実現に資す
る観点から、まず相談者にとって一番身

第　

３



61

近な市区町村が基本的な窓口の役割を果
たし、都道府県は、市区町村への助言や
広域的・専門的な事案についての支援・
連携を行うとともに、必要に応じて一時
的な相談窓口の役割を担うことが考えら
れると定められています。

○�　そのため、まずは、身近な区市町村窓
口にご相談していただきたいと思いま
す。なお、東京都の広域支援相談員へ直
接ご相談いただくことも可能です。

＜�東京都への相談事例～化学物質過敏症の
ある方からの相談～＞
　※�令和 5年度第１回障害者差別解消支援
地域協議会資料より

（障害者）

自分は都内のスポーツ施設を利用している
が、香水や柔軟剤の匂いが強い人がいて
困っている。匂いが強い人の入場規制をし
てほしい。
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➡　�都から、事業者に相談内容を伝え、事
情を確認した。

（事業者）

➡　�都から事業者に、障害者差別解消法・
都条例について普及啓発し、化学物質
過敏症のある方の存在を認識し、何か
工夫できることがないか検討してほしい
と伝えた。その後、事業者より連絡あり。

（事業者）

匂いの強い人に対して入場規制を行うこと
はできない。
匂いの強さをどのように測るのか判断が難
しい。

・今回初めて化学物質過敏症で悩んでいる
人の存在を知った。
・対応策として、国の啓発ポスターを見つ
けたので掲示し、本人と話合いを行ったと
ころ、ある程度納得され、本人からの希望
で、本人の利用場所にもポスターを掲示し
た。
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➡　�その後、本人から都に御礼の連絡があ
り、対応終了した。

★　対応のポイント
　　�「合理的配慮の提供」において、障害
者の申出どおりの対応が難しい場合で
も、建設的対話を通じて代替手段を検
討する等、障害者の理解を得るよう努
めることが大切であることを事業者に
伝えた。

４　紛争解決の仕組み
　都条例では、広域支援相談員に相談して
も、なお紛争事案が解決されない場合の紛
争解決の仕組みとして、あっせん、勧告及
び公表の手続を設けています。
　手続に当たっては、公正中立な東京都障
害を理由とする差別解消のための調整委員
会（以下「調整委員会」といいます。）が
関わり、解決を目指します。
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（１）あっせん
○�　広域支援相談員に相談をしても、障害
者・事業者の間の問題が解決されない場
合、紛争事案の当事者である障害者は、
東京都に「あっせん」を求めることがで
きます。あっせんとは、公正かつ中立な
第三者機関である調整委員会による解決
を目指すものです。

○�　あっせんを行うことが適当である場合、
東京都から調整委員会へあっせんを求め、
調整委員会は公正かつ中立に審議・事実
調査を行った上で、紛争事案の当事者に
あっせん案（つまり解決案）を示します。
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○�　なお、都内の行政機関（国、独立行政
法人、地方公共団体及び地方独立行政法
人）については、地方公務員法等による
紛争解決の手段があるため、あっせんの
対象外です。

（２）勧告
○�　あっせんを行っても問題が解決され
ず、それが特に悪質な事案である場合、
調整委員会は、知事に対し「勧告」を行
うよう求めることができます。

○�　勧告とは、東京都から、事業者に対し、
事業者による不当な差別的取扱いの禁止
や合理的配慮の提供など必要な対応をす
るよう求めるものです。

（３）公表
○�　勧告を行っても、事業者が正当な理由
なく勧告に従わないときは、東京都はそ
の旨を「公表」することができます。
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○�　なお、公表は社会的影響が大きいため、
実施に当たっては、あらかじめそのこと
を事業者に通知し、意見を聴取するなど、
慎重な手続を行います。

○�　勧告も公表も、事業者を対象としてお
り、事業者の従業員を公表することはあ
りません。

★�東京都では、4コマ漫画で合理的配慮に
ついて分かりやすく説明している都条例
パンフレットも作成しています。
　�詳しくは、127ページに掲載のアドレス
から福祉局HPをご覧ください。

1

東京へ
ともに生きる

みんなで
支え合う

ー障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例ー

おたすけニャン

第　

３



67

５　共生社会実現のための基本的施策
　東京都は、以下のとおり、共生社会実現
のための基本的施策に取り組みます。

（１）情報保障の推進
○�　障害者への理解を深め共生社会を実現
する上で、障害者が必要な情報を取得す
ることは必要不可欠です。また、情報保
障を行うことで、障害の有無に関わらず
全ての人の間で相互理解やコミュニケー
ションを促進することができます。

○�　そのため、東京都は、障害者のみなら
ず都民及び事業者にとっても重要である
と考え、情報保障の推進に引き続き取り
組んでいきます。

（２）言語としての手話の普及
○�　障害者権利条約や障害者基本法では、
手話は言語として規定されており、東京
都は、手話は一つの言語であるという認
識に立ち、この認識を広げることは重要
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であると考えています。

○�　そこで、東京都では、令和４年「東京
都手話言語条例」を制定しました。条例
では、手話が独自の文法を持つ一つの言
語であるという認識の下、手話を必要と
する方の意思疎通を行う権利が尊重さ
れ、安心して生活することができる共生
社会の実現を目指しています。

○�　東京都は、今後も、手話は音声言語と
対等であるという「言語としての手話」
の認識を広げることや、都民及び事業者
において手話の利用が進むよう取り組ん
でいきます。

（３）教育の推進
○�　障害のある人もない人もともに暮らす
社会の実現に向け、すべての教育関係者、
幼児・児童・生徒が、障害、障害者及び
障害の社会モデルや差別の解消に関する
理解を深めることは重要です。
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○�　そのため、東京都は、幼児・児童・生
徒に対し、障害等への理解を深める教育
を推進するとともに、引き続き教育関係者
に対し、人権課題について正しい理解と認
識を深める研修等を実施していきます。

（４）事業者による取組の支援
○�　合理的配慮の提供については、事業者
が過重な負担のない範囲で取り組むべき
ものですが、どのように取り組むべきか
迷うこともあるかと思います。

○�　そのため、東京都は、障害者と事業者
の間で生じた相談解決に向けて支援を行
うとともに、研修等を通じて、「合理的
配慮の提供」に関する考え方や好事例等
を広く周知することにより理解促進を
図っていきます。
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第４　様々な場面における対応の例
１　対応の基本と考え方

①�　相手の人格を尊重し、尊厳を守り、
相手の立場に立って対応します。
②�　困っている方には進んで声をかけま
す。
③�　コミュニケーションを大切に、柔軟
な対応を心がけます。
④�　言葉遣いやプライバシーにも配慮し
ます。

・　「障害者だから」と特別扱いをするの
ではなく、まずは接遇の基本に立ち返り、
丁寧な対応を心がけることが大切です。

・　障害者差別解消法が求める対応は、
特に新しいものではなく、従来から様々
な場面で行われてきた配慮等もたくさん
含まれています。
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○�　障害者差別解消法は、全て一律の対応
ではなく、様々な場合や、障害のある方
の状況に応じ、柔軟に対応することを求
めています。

○�　また、障害者に対し、障害に関する配
慮は必要ですが、それ以上に、一人の個
人として対応することが大切です。

○�　障害者との対話を通じて、日常生活や
社会生活を送る中で生じる、障害を理由
とする困難さを少しでも軽減するため、
以下を参考に、これまでの取組を振り
返ってみてください。

　①�　相手の人格を尊重し、尊厳を守り、
相手の立場に立って対応します。�
・　相手の立場に立ち、「明確に」
「丁寧に」分かりやすい対応を心が
けます。
・　介助者や手話通訳者等ではなく、
当事者である障害者本人に直接対応
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するように心がけます。
・　思い込みや押し付けにならないよ
う、どのような配慮が必要か、本人が
必要と考えていることを確認します。�

　②�　困っている方には進んで声をかけ
ます。�
・　窓口等を訪れる方の障害の有無や
種類は明確ではないため、困難さを
抱えていることが見た目でわからな
い場合もあります。常に、訪問者の
中には障害者がいるかもしれないこ
とや、自分から合理的配慮の提供を
申し出ることが難しい場合もあるこ
とを念頭に置いて、困っているよう
な様子が見受けられたら、「お手伝
いしましょうか？」等、こちらから
声をかけるようにします。
・　その際、障害の種類や内容を問う
のではなく、「どのような手助けが
必要か」を本人に尋ねます。
・　足の不自由な方や、息切れや疲れ
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などの外見からは分かりづらい理由
で腰かけたい方には、椅子を用意す
るなどの配慮が大切です。�
・　なお、座位から立ち上がることが
困難である場合には必要な手助けを
しましょう。立ったままの姿勢のほ
うが楽な方もいることに留意しま
しょう。
・　相手の意思を確認する場合に、状
況に応じて「はい」「いいえ」から選
択するなど、答えやすくする工夫をし
て、相手の意思を確認しましょう。
・　言葉が出ずに困っているときは、
具体的な選択肢を挙げて質問しま
しょう。

どんなご用件
ですか？

えー、
そのー

住民票住民係
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※�　「ヘルプマーク」を身に着けている方
は、援助や配慮を必要としています。困っ
ている様子があれば、援助等が必要かど
うかを尋ねてください。
※�　「ヘルプカード」を持っている方であ
れば、（本人の承諾を得て）必要な支援
を確認し、記載された緊急連絡先に緊急
連絡をすることができます。なお、カー
ドに記載された個人情報の保護には十分
留意してください。
　（�ヘルプマーク・ヘルプカードの詳細は、
208～ 211ページ参照）。

　③�　コミュニケーションを大切に、柔軟
な対応を心がけます。�
・　こちらから、挨拶や自己紹介をし
ます。
・　お声がけをした際に、相手が聞こえ
ていない場合や、聞こえていても理解
できない場合があります。また、相手
が発したコミュニケーション手段をこ
ちらでうまく受け取れない場合もあり
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ます。そういった場合は、相手の様子
を見ながら、どのような方法でコミュ
ニケーションが取れるかを探っていく
必要があります。（80ページのコラ
ム「声かけによる支援内容のチャート
図」参照）
・　会話が難しいと思われる場合で
も、敬遠したり分かったふりをした
りせず、「ゆっくり」「丁寧に」
「繰り返し」相手の意思を確認し、
信頼感の持てる対応を心がけます。�
・　聞き取れなかったり、分からな
かったりした場合は、分かったふり
をせず、相手を傷つけないよう尋ね
方に留意した上で確認します。
・　状況に応じて、身振りや文字で伝
えたり、「はい」「いいえ」で答え
られる質問や具体的な選択肢を挙げ
て質問しましょう。コミュニケー
ション支援機器やタブレット等を使
う方もいます。
・　対応方法は一つではないことに留
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意し、建設的対話を通じて個々の場
面や障害特性に応じ、柔軟な対応を
心がけます。
・　対応方法がよく分からないときや
想定外のことが起きたときは、一人
で抱えず周囲に協力を求めましょう。�

　④�　言葉遣いやプライバシーにも配慮し
ます。
・　差別的な言葉や態度はもとより、
成人には子供扱いするような失礼な
話し方や態度をとらないようにしま
す。相手の年齢に応じた言葉を使っ
て話してください。幼児に対するよ
うな話し方や態度は、非常に失礼で
す。馴れ馴れしい態度をとらないよ
うにします。
・　相手に不快を与えるおそれのある
言葉・表現を、自分では気付かずに
使ってしまうこともあるかもしれま
せん。そのような指摘を受けたとき
は、厳粛に受け止めてお詫びし、今
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後の対応に生かすとともに、職員間
で気付いた場合にも見過ごさず、お
互いに注意し合うようにします。�
・　障害の原因や内容について、必要
がない場合は聞かないようにします。
・　仕事上知り得た個人情報について
は、守秘義務を順守します。

※　このほか、障害を正しく理解し、
障害特性に応じた対応を行えるよ
う、「第５　障害特性について」
（147ページ以降）も参照してくだ
さい。
　　なお、本章は、あくまでも一般的な
障害特性を紹介するものであり、必
要とする配慮は、一人ひとり異なりま
す。実際の対応に当たっては、一人ひ
とりと向き合うことが重要です。
※　障害者が多く利用することが見込
まれる場合には、あらかじめ障害当
事者から意見を聴いておく方法もあ
ります。対応に迷ったときなどに
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も、障害当事者の意見を聴くことが
大切です。

相手が困っている様子などで声をかける
場合で、やりとりを通じて、障害への対
応が必要と思われたら、どのような対応
が必要か判断することが重要です。
下記のチャート図を活用し、相手の様子
を確認しながら、柔軟なコミュニケーショ
ンをとってください。
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援内容の判断チャート例】



80

（参考）国土交通省「公共交通事業者に向
けた接遇ガイドライン」を加工して作成　　
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/
barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000143.html

声かけ

発語も、話す内容の ・発語はわかるが、話す内容の ・発語がわからない

意味もわかる 意味がわかりにくい

相手の様子を確認する

（見えていない／聞こえていないで伝わっていないことはないか）

※プライバシーに配慮しつつ、障害の状況等を確認することは

不当な差別的取扱いに当たらない。

落ち着いている 混乱している

ゆっくり落ち着いて話せる環境をつくる

どんな支援が必要かを聞く コミュニケーションできる準備をする

（マスクを外す、顔を見て話せるよう近づく、

やさしく声かけをするなど）

相手の状況に合わせ、どんな支援が必要かを聞く（探る）

・目線を合わせ、ゆっくりと口の動きがわかるように話す

・わかったことは復唱して確認する

・相手が「はい」「いいえ」で答えられるよう、具体的に質問する

・可能であれば、書いてもらう、こちらも書く

・絵を書く、筆談をする、コミュニケーション支援ボードを使うなど

第　

４



81

２　様々な場面における対応の例
　障害のある方への合理的配慮の提供につ
いては、既に行政機関等・事業者において
様々な工夫がなされていると思いますが、
ここでは改めて各場面における好ましい対
応を例示します。これらの例を参考に、よ
りよいサービスを目指していきましょう。

（１）行政機関等や店舗等における対応の例
　�　ここでは、行政機関等の窓口、事業者
の店舗等において、よくある場面ごとに、
障害のある方にとって障壁（バリア）と
なることが想定される事例と、望ましい
配慮等の対応の例を示します。

①　案内・誘導

共通事項
・�　入口付近で困っていそうな方を見かけ
たら、「お手伝いしましょうか」等、積極的
に声をかけます。

第　

４



82

・�　障害の特性に応じた方法で「明確に」
「ゆっくり」「丁寧に」「繰り返し」説明し
ます。声かけは、相手のペースに合わせて
丁寧に行います。
・�　ドアの開閉が困難な方には開閉をお手
伝いします。
・�　受付の手順等については、障害の特性
と必要性に応じ、慣行を柔軟に変更しま
す。

◆建物やフロアの入口付近◆
　・�　車いすを使用している、杖をついてい
る、握力が弱くドアノブを回せないなど
により、手動の扉を開けられず、中に入れ
ない。

　　<対応の例>　
扉の開閉を手伝う。

　・�　車いすを使用している人が、優先駐車
場の場所や目的の場所までのバリアフ
リーの経路を知りたい。

　　<対応の例>�
声をかけ、優先駐車場の場所やバリア

第　

４



83

フリー経路に案内 (誘導 ) する。
　・�　視覚障害者や知的障害者などが、目的
地の建物までたどり着いたが、受��付や目
的の場所（窓口、部屋など）が分からない。

　　<対応の例>
職員から声をかけ、「どのように誘導
しますか」等と誘導方法を確認し、訪問
先まで案内（誘導）する。
　・�　聴覚障害者が、手話で職員に行き先を
伝えようとしたが、手話が通じず、分かっ
てもらえない。

　　<対応の例>
筆談 ( 紙に書く等 ) で、行き先を確認
して案内（誘導）する。
　・�　高次脳機能障害などにより、少し前の
ことを記憶するのが難しい方などが、建
物まで来たものの、どこのフロアに行く
のか、何をしに来たのか用件を忘れてし
まった。

　　<対応の例>
行き先や用件、連絡先の書かれたメモ
等を持参していないか確認する。
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◆受付付近◆
　・�　聴覚障害などにより、名前や受付番号
を呼ばれても、呼ばれたことが分からな
いことがある。

　　�　また、視覚障害や知的障害などにより、
「次の方」と呼ばれただけでは、自分の
ことを呼ばれているのか分からないこ
とがある。

　　<対応の例>
あらかじめ本人と呼び出し方法等を確
認し、順番が来た際には、直接本人を呼
びにいく。
　・�　知的障害や精神障害、発達障害などに
より、周りの物音等が気になってしまい、
混雑した場所などで順番を待つことが難
しい。

　　<対応の例>
落ち着いた場所で待てるよう、別室や
カームダウンエリア ( 気持ちを落ち着か
せる場所 )等を案内する。
　　<対応の例>�
他の利用者に協力を求め合意を得た上
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で、待ち時間が短くなるよう順番を変更
する。

その他一般的な合理的配慮の提供の例
◆物理的環境への配慮の具体例◆
　・�　車いす使用者が、段差で困っている場
合、車いすのキャスター上げ等の補助を
したり、携帯用スロープを段差に設置
する等し、安全に通行できるようにす
る。

　・�　目的の場所までの案内の際に、障害者
の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、
左右・前後・距離の位置取りについて、障
害者の希望を聞いたりする。� �
　人混みで、車いす使用者を案内する場
合は、車いすが通る旨を周囲の人に声か
けしながら誘導する。

　・�　車いす使用者が、階段で困っている場
合、スロープやエレベーターまで案内す
る。もしくは、対応可能の場合は、本人の
意向を確認し、安全に十分配慮した上
で、４名程度で車いす使用者を運ぶ。
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◆ルール・慣行の柔軟な変更の具体例◆
　・�　移動に困難を伴う方について、送迎バ
ス等の車両の乗降場所を、施設などの出
入口や、バリアフリー経路出入口に近い
安全な場所へ変更する。

　・�　障害者の来客が多数見込まれる場合、
障害者専用とされていない駐車区画を一
時的に障害者専用の区画に変更する。そ
の場合、ドアからの乗降や、スロープから
の車いすの安全な乗降スペースを確保す
る。

　・�　建物の入り口に段差がある等により、
車いす使用者が、通常の入口から入館す
るのが困難な場合、車いすが利用できる
別ルートからの入館を案内する。

②　相談・説明

共通事項
・�　訪問に来た方の話をよく聞き、訪問目
的を的確に把握し、「たらい回し」になら
ないよう努め、安心して話ができる信頼
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関係を作ります。また、相談内容の把握
が難しい場合は、必要に応じて複数の職
員で対応します。
・�　説明が的確に伝わるように、「はっきり
した言葉で」「ゆっくり」「丁寧に」「繰り
返し」話します。一方的に伝えて終わるの
ではなく、相手に内容が理解されたと思
えたら先に進めるやりとりが大切です。
・�　伝えることや理解することに配慮が必
要な方に対しては、必要に応じ、絵、図、
写真等も使って説明します。
・�　事前に訪問が分かっている場合は、障
害特性に応じた方法で説明できるよう、
あらかじめ説明資料等の準備をしておき
ます。
・�　専門的な用語を避け、ポイントを明確
に、文章は短く、一般的な分かりやすい
言葉で説明します。

　・�　視覚障害者が、窓口で職員に「書類の
説明文を読んでもらいたい」と頼んだ
が、職員に内容を読み飛ばされてしま
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い、十分に理解できない。
　　<対応の例>�
記載されている内容は、勝手に判断し
て省略せず、本人が必要とする情報を正
確に伝える。
　・�　職員が聴覚障害者に対して筆談を行う
際、内容を全て文字に書いて説明すれ
ば、情報を伝達できると誤解している。

　　<対応の例>�
長い文は前後の関係が複雑になり、理
解しにくくなるため、長文で書かず、要
点をまとめる。必要に応じて、図など言
葉以外の情報も併せて使用する。

○：良い例
チケット申込み　➡　15日から
※申込み方法は、5日から問い合わせOK
問い合わせ先：当店（〇〇店）
　　　　電話番号（××××―××××）
　　　　FAX番号（△△△△―△△△△）
メールアドレス：□□□□＠ tokyo.jp
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×：悪い例

チケットの申込みは 15 日から始まりま
すが、申込み方法については 5日に発表
されますので、5日以降に当店に問い合
わせてください。

　・�　知的障害や精神障害、発達障害など
により、伝えることや理解することに
配慮が必要な方などは、急かされてい
るように感じると、緊張してうまく話
せない。また、一度に説明されても理
解が難しい。

　　<対応の例>
用件を分け、用件ごとに理解度を確認
しながら説明する。

その他一般的な合理的配慮の提供の例
◆物理的環境への配慮の具体例◆
　・�　車いすを使用している等により、書棚
の高い所に手が届かない方に対して、必
要に応じ、パンフレット等を取って手
渡す。
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◆意思疎通の配慮の具体例◆
　・�　本人の障害の特性を踏まえ、筆談、読
み上げ、手書き文字（手のひらに、指先等
でひらがなやカタカナ、漢字等を書いて
言葉を伝えること。）、手話、点字、拡大
文字などのコミュニケーション手段を用
いる。

　・�　意思疎通が不得意な障害者に対し、絵
カード等を活用して意思を確認する。

　・�　比喩表現等が苦手な方に対し、比喩や
二重否定表現などを用いず、具体的な結
論を明確に分かりやすく説明する。

　・�　申出があった際に、ゆっくり、丁寧に、繰
り返し説明し、内容が理解されたことを
確認しながら対応する。また、馴染みのな
い外来語は避ける、漢数字は用いない、
時刻は２４時間表記ではなく午前・午後で
表記するなどの配慮を念頭に置き、必要
に応じて適宜メモ等を渡す。大事な内容
を伝えるときは、復唱してもらうと良い。

　・�　知的障害のある方から申出があった際
の対応として、紙等に書いて伝達した
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り、書面を示す場合には、必要に応じ
てルビを付した文字を用いたり、ひら
がなを用いたり、分かち書き（文を書
くとき、語と語の間に空白を置く書き
方）を行ったりする。

　・�　筆談器や、視野に収まりやすい大きさ
(Ａ４程度)のホワイトボード、太い文字を
書けるペン、拡大鏡等を用意しておく。

　・�　聴覚障害のある方で、本人から希望
があった場合は、手話通訳者の派遣を
依頼する。

筆談器 (磁気式のメモボードが一般的です。)
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手話を紹介したハンドブック

◆ルール・慣行の柔軟な変更の具体例◆
　・�　エレベーターのない建物の２階で開催
する講演会、イベント、説明会等に車い
す使用者から参加の申込みがあった場
合に、１階の会場が用意できる場合に
は、会場を変更して開催する。

第　

４



93

③　手続

共通事項
・�　書類の記入方法については、記入例も
含めて文書で大きく分かりやすく表示し
ておきます。
・�　書類の記入の仕方が分からない方に
は、「お手伝いしましょうか？」と声をかけ
ます。
・�　自筆が困難な場合には、本人の意思を
確認した上で、可能な限り代筆を行い、代
筆した内容を本人に確認するとともに、
その旨を記録しておくことが必要になり
ます。自署する場合は、署名欄の部分だ
けを切り取った枠（サインガイド）を別途
用意することで、位置が明確になり署名
しやすい方もいます。
・�　代筆する時は、周りの人に住所等プラ
イバシーを知られないように配慮しま
しょう。
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　・�　視覚障害者や、知的障害などにより理
解することに配慮が必要な方などは、書
類が読めなかったり、文章が難しく内容
が理解しにくいことがある。

　　<対応の例>
書類を読み上げたり、行がわからなく
ならないように定規等の目印になるもの
を準備する。
　　<対応の例>
記入例を作成し、どこに、何を記載す
ればよいのか分かりやすくする。
　　<対応の例>
できるだけ分かりやすい言葉で説明す
る。
　　<対応の例>
必要に応じてひらがなやルビを活用
し、丁寧に説明する。
　・�　手や腕の不随意運動等により書類等
を押さえることが難しい方の場合、書
類等が動いてしまい、記入する際にう
まく書けない。
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　　<対応の例>
バインダー等を用意し、書類が動かな
いように固定する。
　　<対応の例>
本人の同意のもとに代筆し、記入内容
を確認する。

その他一般的な合理的配慮の提供の例
◆意思疎通の配慮の具体例◆
　・�　電話、電子メール、ホームページ、ＦＡＸ
など多様な媒体で情報提供、利用受付を
行う。

◆ルール・慣行の柔軟な変更の具体例◆
　・�　順番を待つことが苦手な障害者の場
合、周囲の人の理解を得た上で、順番を
入れ替える。

　・�　立って列に並ぶのが難しい障害者に対
して、周囲の人の理解を得た上で、当該
障害者の順番が来るまで別室や席を用
意する。

　・�　他人との接触や多人数の中にいること
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による緊張により、自分の意志によらな
い不随意の発声等で落ち着いて手続き
できない場合や免疫力が弱く感染症へ
の配慮が必要な場合、当該障害者に説
明の上、施設の状況に応じて少し離れ
た場所や別室を用意して手続きを行う
等の提案をする。

　・�　非公表又は未公表情報を扱う会議等
において、情報がきちんと守られることを
前提に、障害のある委員の理解や発言を
援助する者の同席を認める。

　・�　体調の変化が大きい方などは、急に体
調が悪くなり、動くことができなくなるこ
とがあるので、本人に確認し、休憩できる
椅子や休息できる場所を用意しておく。
本人の求めに応じて、必要な支援を提供
する。

※�　本人が「ヘルプカード」やメモ等を持っ
ている場合には、状況に応じて、本人に了
承を得た上で、書かれた内容を確認し、
緊急連絡先への連絡や必要な支援を行う�
(ヘルプカードの詳細は、210ページ参照)。
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　聴覚障害者の暮らしをサポートするた
め、都内には多くの手話通訳者・要約筆記
者が活躍しています。手話通訳者等は、聴
覚障害者個人のプライバシーや、企業内の
情報など、業務上知り得た情報を第三者に
提供することがないよう、守秘義務が課さ
れています。

　障害者差別解消法は、行政機関等や事業
者に対し、個々の場面において、代筆・代
読等を行うといった、合理的配慮の提供を
求めています。
　代筆・代読等を行う場合も、守秘義務を
念頭において、対応することが必要です。
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④　情報アクセシビリティ

共通事項
・�　情報アクセシビリティとは、年齢や
障害の有無等に関係なく、誰でも必要
とする情報に簡単にたどり着け、利用
できることをいいます。
・�　行政機関等の広報やお知らせ、事業
者の営業活動等においては、様々な方
法で情報伝達が行われていますが、障
害特性によっては、一つの情報伝達方
法だけでは伝わらない場合があるので、
障害者の状況を想定し、複数の情報伝
達方法を用いる等、必要な配慮を行い
ます。
・�　問合せ先等を記載する場合は、電話、
ＦＡＸ、メールアドレス等の複数の情
報を盛り込みます。
・�　行政機関等は、法の趣旨を踏まえ積
極的に対応することが望まれます。
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【説明・通知文書、冊子等の印刷物】
　・�　視覚障害がある場合、通常の紙の印
刷物では内容が分からない。

　　<対応の例>�
説明文書や通知、封筒について、点字
版、拡大文字版、テキストデータ、音声
データ（カセットテープやDAISY、音声
コード化したものを含む。）など、対象
となる方の状況を踏まえ、様々な手段に
よる情報提供を行う。
　・�　知的障害や発達障害などにより、理
解することに配慮が必要な方の場合、
専門用語や漢字の多い文書の内容が理
解できないことがある。

　　<対応の例>�
必要に応じて、漢字に、ひらがなのル
ビを振った資料や、図やイラストを使用
した資料、分かりやすい版の資料を作成
する。

【ホームページ】
　・�　画像データとして、目立つように文
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字の色を変えたり、文字が動いたり、
点滅したりするホームページを作成し
た場合、視覚障害のある方などがホー
ムページの読み上げソフト等を利用す
る際に、うまく読み上げができず、内
容が分かりにくいホームページになっ
てしまうことがある。

　　<対応の例>
画像等を張り付ける場合は、説明用の
テキストを作成する。
　　<対応の例>�
誰にとっても利用しやすいホームペー
ジとなるよう、ウェブアクセシビリティ
の JIS 規格「高齢者・障害者等配慮設計
指針－情報通信における機器，ソフト
ウェア及びサービス－�第 3 部：ウェブ
コンテンツ（JIS�X�8341-3）」を参照し、
レイアウト等を行う。
　　<対応の例>�
障害者に関連するページへのリンクボ
タンは、目立つ位置（視覚障害のある方
に対しては、早く読み上げられる位置）
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に配置するなどの工夫をする。

【講演会、イベント、説明会】
　・�　聴覚障害がある場合、説明者の話が
聞こえないので、内容を知ることがで
きない。

　　<対応の例>
講演会等の申込みの際に、必要な配慮
の有無を確認し、東京手話通訳等派遣セ
ンター等に連絡して、手話通訳や要約筆
記者の手配をする。特に、行政機関等は、
法の趣旨を踏まえ、積極的に対応するこ
とが望ましい。
なお、手話通訳等を行う際、手話通訳
者の立ち位置、聴覚障害者等の座席位置
や照明の加減等の配慮も必要となる。
（開催通知等の例及び参加申込書の例
は、105,�106 ページ参照 )
　　<対応の例>
聴力を補うためのヒアリングループ

（磁気ループ）を設置する。� �
（ヒアリングループの詳細は、146 ペー
ジ参照）
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　・�　知的障害や発達障害などにより理解
することに配慮が必要な方などが、説
明の速さについていけず、混乱してし
まうことがある。
<対応の例>
説明内容を要約したり、分かりやすい
言葉に置き換えて、補足説明を行う。
また、必要に応じて、事前に口頭で説
明し、意見を聞く場を設ける。なお、必
要に応じて、「イエローカード」を用意
する。� �
（イエローカードの詳細は、115 ページ
参照）
・�　視覚障害者は、会議資料等の確認に
時間を要する。
<対応の例>�
本人に確認し、できるだけ確認しやす
い形式で、事前に資料を送付するよう配
慮する。
　・�　重症心身障害者等は、幅・長さ・回
転半径が普通よりも大きい車いすを使
用していることが多い。
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<対応の例>
車いすと介助者の座席スペースを広め
に確保する。医療機器を使用する人もあ
るのでコンセントを使えるようにしてお
く。

その他一般的な合理的配慮の提供の例
◆意思疎通の配慮の具体例◆
　・�　会議資料等は、資料や資料の項目に
番号をつけ、どの部分の話なのか、す
ぐに探せる工夫をする。また、視覚障
害のある方に向けて点字、拡大文字、
テキストデータ、知的障害のある方に
向けてルビ付き等で作成する際に、各
媒体でページ番号等が異なり得ること
に留意する。

　・�　資料を見ながら説明を聞くことが困
難な視覚障害・聴覚障害のある委員や
知的障害のある委員がいる会議では、
ゆっくり、丁寧な進行を心がけるなど
の配慮を行う。

　・�　会議の進行に当たっては、職員等が
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委員の障害の特性に合ったサポートを
行う等、可能な範囲での配慮を行う。

◆ルール・慣行の柔軟な変更の具体例◆
　・�　視覚障害などにより遠くが見えにく
い方に対して、申出に応じてスクリー
ンや板書等がよく見えるように、スク
リーン等に近い席等を確保する。

　・�　聴覚障害のある方には、手話通訳者
や要約筆記のスクリーン等が見やすい
座席を確保する。

　
第　
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○○講演会の御案内

【記載例】
※�点字資料、拡大文字資料や手話通
訳、要約筆記等を希望される場合
は、事前に下記担当までお申し出く
ださい。
※�当日、介助者等の同行があり、座席
が必要な場合、あらかじめ御連絡く
ださい。

★�上記の文章等を追加することで、必
要な配慮について事前に確認するこ
とができます。
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開催通知等の例
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★�備考欄（配慮事項）への記入があった場
合は、直接本人と連絡を取り、主催者が
行おうとしている配慮内容と本人が希望
する配慮内容にズレがないか等を確認す
るようにしましょう。

介助者

※お申込みの個人情報については、本事業以外の目的には使用いたしません。

□事前資料配布(□点字資料、□テキストデータ、□音声コード、□墨字)

□　同行する □　同行しない

※状況により、お申し出いただいた御要望に対応できない場合がございます。
　その場合は、あらかじめ御連絡をさせていただきます。御了承ください。

御連絡先
住所
〒
電話： ＦＡＸ：

備考

以下について、必要がございましたら、印をつけてください。

□車いすスペース □　手話通訳 □　要約筆記

□磁気ループ □　点字資料 □　その他( )

○○講演会参加申込書

お名前 御所属

その他、「身体障害者駐車場の要・
不要欄」など
※�対応可能な配慮以外は、削除する
ことも必要になります。

第　
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参加申込書の例
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　令和４年５月に「障害者情報アクセシ
ビリティ・コミュニケーション施策推進
法（正式名称：障害者による情報の取得
及び利用並びに意思疎通に係る施策の推
進に関する法律）」が成立・施行されまし
た。
　全ての障害者があらゆる分野の活動に
参加するためには、情報の十分な取得利
用・円滑な意思疎通が極めて重要です。
　この法律は、障害者による情報の取得
利用・意思疎通に係る施策を総合的に推
進し、共生社会の実現に資することを目
指しています。

　（基本理念）
1��障害の種類・程度に応じた手段を選択
できるようにする
2��日常生活・社会生活を営んでいる地域
にかかわらず等しく情報取得等ができ
るようにする
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障害者情報アクセシビリティ・
コミュニケーション施策推進法について
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3��障害者でない者と同一内容の情報を同
一時点において取得できるようにする
4��高度情報通信ネットワークの利用・情
報通信技術の活用を通じて行う（デジ
タル社会）

〇　内閣府ホームページ
障害者による情報の取得利用・意思疎通
に係る施策の推進
https://www8.cao.go.jp/shougai/
suishin/jouhousyutoku.html
　

　

★�東京都では、「ハートシ
ティ東京」サイト（詳細
は222ページ）にて、障
害特性に応じた情報提供
の方法のページをご紹介
しています。�是非一度
ご覧ください。

第　
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　東京都では、聴覚障害などのある方が、
都庁や都事業所において円滑に情報を取
得し、意思疎通ができるよう、デジタル
技術を活用した遠隔手話通訳などのサー
ビスを提供しています。
　この事業は平成 30 年度から開始して
おり、現在は３６５日、午前８時から午
後９時まで利用できます。

＜福祉局ホームページ＞
デジタル技術を活用した聴覚障害者コ
ミュニケーション支援事業
https://www.fukushi.metro.tokyo.
lg.jp/ictdeaf/index.html

①�　来庁者向け支援
（遠隔手話通訳）　
　都庁や都事業所の窓
口で、利用者自身のス
マートフォン等で

デジタル技術を活用した聴覚障害者
コミュニケーション支援事業
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遠隔手話通訳の二次元バーコードを読み
込んで利用します。
読み取ることで、手話通訳オペレーター
に繋がり、手話でのコミュニケーション
が可能となります。

②　電話代理支援
　都庁や都事業所へ電話
で問い合わせをする際、
テレビ電話（手話・筆談）
か文字チャットにより、
通訳オペレーター等が職
員との電話を通訳します。
　利用の際は、事業ホームページの専用ボ
タンを押すと、通訳オペレーターに繋がり
ます。
　聴覚障害のある方のコミュニケーション
方法は様々です。手話・筆談対応など、ま
ずは本人が希望するコミュニケーション手
段を確認し、窓口カウンターなどの見やす
く分かりやすい位置に、手話や筆談対応が
できる旨を表示しましょう。
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⑤　緊急時の対応

共通事項
・�　火災等の緊急時には、障害の特性に
合わせたコミュニケーション方法によ
り、情報を的確に伝達し、迅速に避難
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　24時間 365 日、聴覚や発話に困難の
ある人ときこえる人の会話を、通訳オペ
レータが手話・文字と音声を通訳して電
話で即時双方向につなぐ公共インフラと
してのサービスです。仕事での活用、緊
急通報、病院への連絡など幅広く利用で
きます。

総務大臣指定
　電話リレーサービス提供機関
　�一般財団法人日本財団電話リレーサービス
　https://nftrs.or.jp/

電話リレーサービス（総務省所管）
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誘導します。
・�　日常的な避難訓練において、障害の
ある方を交えた上で、車いすやアイマ
スクを用いた疑似体験を実施し、安全
な避難方法を確認するなど、自力での
移動が困難な方の補助体制を確保でき
るように努めます。
・�　避難路の段差を無くし、荷物等で通
路をふさがないようにします。
・�　急病時に本人がかかりつけの医療機
関への連絡を希望する場合は、協力し
ます。

　・�　聴覚障害がある場合、発災時等は、
緊急放送が流れても聞こえないので、�
何が起こったのか、どのような状況に
あるのか分からないことがある。また、
その後の避難時においては、食事や物
資の提供等、必要な情報を得ることが
できないことがある。
<対応の例>
今起きていることなど、必要な情報は、
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音声だけでなく紙に書いて渡したり、掲
示したりする等、複数の手段で伝え、避
難路に誘導する。
　・�　視覚障害等がある場合、避難口が分
からない。
<対応の例>�
職員等で、避難誘導を行う。

　・�　体調の変化が大きい方などは、急に
体調が悪くなり、動くことができなく
なることがある。
<対応の例>
本人に確認の上、必要な支援を提供す
る。
　・�　車いす使用者の場合、非常階段での
避難が困難である。
<対応の例>
担架や背負いベルト等を備蓄してお
く。
　・�　医療機器を使用している人には、電
源の確保が必須である。
<対応の例>�
個人が電源を確保するほか、避難所や
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その他公共施設で電源を確保しておく。
　・�　各自治体においては、平時より災害
個別避難計画を立てておき、支援者と
情報を共有しておきます。

※�　本人が「ヘルプカード」等を持ってい
る場合があるので、その場合は、書かれ
た内容を確認し、緊急連絡先への連絡や、
必要な支援を行う（ヘルプカードの詳細
は、210ページ参照）。

その他一般的な合理的配慮の提供の例
◆ルール・慣行の柔軟な変更の具体例◆
　・�　災害時において、障害のある方を円
滑に避難・誘導できるよう、障害のあ
る方の視点に立った避難誘導の想定や
当事者参加の訓練などを実施する。
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・平成２１年１２月、障害者権利条約の
締結に必要な国内法の整備等の障害者に
係る制度の集中的な改革を目的として「障
がい者制度改革推進本部」が設置され、
このもとで、障害者施策の推進に関する
意見をまとめる「障がい者制度改革推進
会議」が発足しました。

・この会議には、多くの障害当事者が参
加し、様々な合理的配慮の提供が行われ
ました。その取組の一つに、「カードルー
ル」があります。

・レッドカード（「ストップしてください」
パーの手の絵）、イエローカード（「ちょっ
と待って、もう少しゆっくり分かりやす
く」パーの手の絵）、ブルーカード（「同
意します、分かります」指がグッドサイン）
の３種類の赤黄青のカードが用いられ、
知的障害のある参加者が、このカードを
出して、会議の進行を止めたり、分かり
やすい表現に言い直してもらったりでき
るように運用されました。� �

＜配慮の例＞カードルールの導入
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�
・「カードルール」は、国際的な知的障害者
団体等では以前から使われていましたが、
日本の政府の会議としては初めて導入され
ました。このような配慮を行うことで、知
的障害のある方も形式的な参加ではなく、
「障害のない人と平等に」会議に参加する
ことができます。

・東京都障害者差別解消支援地域協議会に
おいても、「カードルール」として、イエロー
カードを用いて会議を行っています。障害
当事者が参加される場合は、カードルール
を配慮の一つとして実践されてはいかがで
しょうか。
　その際、事前に会議内容について、障害
者本人がわかるように説明を行うことや、
進行に当たって意見表明をし
やすい雰囲気づくりに努める
ことなども重要ですので、ぜ
ひ併せてご対応ください。

イエローカードの例▶
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（２）�生活場面ごとの合理的配慮の提供等
の例

○�　事業者は、各主務大臣が定める対応指
針を参考に、主体的に取り組むことが期
待されています。

○�　ここでは、主務大臣が作成する対応指
針をもとに、各業種における固有の対応
等の例として、「不当な差別的取扱い」
と「合理的配慮の提供」の事例を載せて
います。対応する上でご参照ください。

○�　なお、客観的に見て、正当な理由があ
る場合は、不当な差別的取扱いに該当し
ないことがあります。また、過重な負担
が伴う場合には、合理的配慮の不提供に
該当しないことがあります。

○�　以下の事例は、あくまでも例示で、こ
れらに限定されるものではありません。
合理的配慮の提供は、個別具体的な状況
によって、柔軟に取り組まれるべきもの
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であることに留意いただき、本ハンドブッ
クや主務大臣が作成する対応指針等を参
照し、実際の対応に当たってください。
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①�学校など
【不当な差別的取扱いの例】
×�　学校への入学出願の
受理、受験、入学、授
業等の受講、研究指導、
実習等校外教育活動、
入寮、式典参加等を拒否したり、正当な
理由のない条件を付加する
×�　試験等において合理的配慮の提供を
受けたことを理由に、試験結果を評価
対象から除外したり、評価に差をつける

【合理的配慮の提供の例】
〇�　聴覚過敏の生徒のために、机・椅子
の脚に緩衝材をつけて教室の雑音を軽
減する
〇�　視覚情報の処理が苦手な生徒のため
に、黒板周りの掲示物の情報量を減らす
〇�　支援員等の教室への入室や、授業・試
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験でのパソコン入力支援等を許可する
〇�　意思疎通のために、絵や写真カード、
ICT 機器（タブレット端末等）などを活
用する
〇�　入学試験において、本来の目的を損ね
ない範囲で別室受験、時間延長、読み上
げ機能等の使用を許可する

②�病院・福祉施設など
【不当な差別的取扱いの例】
×�　本人を無視して、介助
者・支援者や付添者のみ
に話しかける
×�　サービスの利用に当
たって、仮利用期間を設けたり、他の利
用者の同意を求めるなど、他の利用者と
異なる手順を課す

【合理的配慮の提供の例】
〇�　施設内放送の文字化や、電光表示板で
表示する
〇�　車いす使用者が利用しやすいよう、カ
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ウンターの高さに配慮する
〇�　障害者に配慮したナースコールの設置
を行う
〇�　障害の特性に応じた休憩時間の調整な
ど、申出に応じてルール、慣行を柔軟に
変更する
〇　食事の形態を利用者に合わせる

③��交通（鉄道・バス・タクシー・飛行機
など）

【不当な差別的取扱いの例】
×�　障害があることを
もって、乗車を拒否する
×�　身体障害者補助犬の
同伴を理由に乗車を拒
否する

【合理的配慮の提供の例】
〇�　券売機の利用が難しい場合、操作を手
伝ったり、窓口で対応する（鉄道）
〇�　停留所名表示器の設置のほか、音声に
よる案内をこまめに行う（バス）
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〇�　車いす等の大きな荷物のトランクへの
収納の手助けを行う（タクシー）
〇�　障害のある利用者が化粧室に行く際
に、移動を手伝う（飛行機）
〇�　障害の特性を理解した上で、適切な接
遇・介助を行えるよう教育・研修を行う
〇�　車いす使用者が安全に乗降できるよう
に、停止時間の配慮を行う

④�住まい
【不当な差別的取扱いの例】
×�　「障害者不可」「障害者
お断り」と表示・広告す
る
×�　障害者向け物件は扱っ
ていないと門前払いする
×�　障害者の希望に対し、必要な調整を行
うことなく仲介を断る
×�　障害を理由とした誓約書や保証人の提
出を求める
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【合理的配慮の提供の例】� �
〇�　視覚障害者に対して、最寄駅から一緒
に歩いて確認したり、住居内の様子を手
を添えて案内する
〇�　障害者の求めに応じてバリアフリー物
件等があるか確認する
〇�　物件案内時に携帯用スロープを用意し
たり、車いすを押して案内する
〇�　賃貸物件において、障害者の求めに応
じて、ガスコンロからＩＨ調理器（電磁
調理器）に交換を行う

⑤�銀行など
【合理的配慮の提供の例】
〇�　自筆が困難な障害者か
らの要望を受けて、本人
の意思確認を適切に実施
した上で、代筆対応する
〇�　「筆談対応いたします」などのプレー
トや、主な手続を絵文字等で示したコ
ミュニケーションボードを用意する
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〇�　ＡＴＭ操作が困難な顧客に声かけし、
適切な対応をとる
〇�　取引、相談等の手段を、非対面の手段
を含めて複数用意する

⑥�小売店・飲食店など
【不当な差別的取扱いの例】
×�　身体障害者補助犬の
同伴を拒否する
×�　保護者、介助者の同
伴を条件とする
×�　障害があることを理
由に入店を拒否する

【合理的配慮の提供の例】
〇�　困っていると思われるときは、まず声
をかけ、手伝いの必要性を確かめてから
対応する
〇�　メニューを分かりやすく説明したり、
写真を活用したりする
〇�　食券販売機の利用が難しい場合、操作
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を手伝ったり、希望のメニューを伺う
〇�　精算時に金額を示す際は、金額が分か
るようにレジスター又は電卓の表示板を
見やすいように向ける、紙等に書く、絵
カードを活用する等して示すようにする
〇�　紙とペンを活用する、手のひらに書く
（手書き文字）など、コミュニケーショ
ンにおいて工夫する
〇�　お金を渡す際に、紙幣と貨幣を分け、
種類ごとに直接手に渡し、確認してもら
う
〇�　注文や問合せ等に際し、インターネッ
ト画面への入力によるものだけでなく電
話等でも対応できるようにする
〇�　エレベーターがない店舗で上階にある
商品を求められた際、上階の商品を持っ
てくる等、代行可能な用件であれば代わ
りに行う
〇�　商品宅配時において具体的要望があっ
た際に、品物を家の中の指定された所ま
で運ぶ
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　東京都では、共生社会・ダイバーシティ
の実現に向け、「不当な差別的取扱いの禁
止」や「合理的配慮の提供」について、都
民や事業者の理解を深め、取組を進めるこ
とを目指し、障害者差別解消に係る様々な
事例集を作成しています。是非ご参照くだ
さい。
　なお、各事例集に掲載されているものは、
あくまで例示であり、個別の事案ごとに対
応は異なることにご留意ください。

・�障害者差別解消法合理的
配慮等の好事例集
��（�様々な場面における相
談事例から）

　�障害のある方の日常生活
における様々な場面につ
いて、事例を取り上げ、
対応のポイント等ととも
に解説しています。

東京都作成
障害者差別解消に関する事例集について
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・�障害者差別解消に関す
る相談事例集
��（�東京都広域支援相談員
による対応事例から）

　�東京都障害者差別解消
条例により新たに設置
した「東京都広域支援
相談員」が、実際に相
談対応した事例をもとに、相談を受けて
から対応終了に至るまで詳しく記載して
います。

・�障害者への合理的配慮
等に関する事例集�感染
症対策編
　�視覚障害者がソーシャル
ディスタンスを適切に取
れるような誘導や、マス
クを着用した会話の際の
聴覚障害者への配慮な
ど、感染症対策を踏まえた障害者への合理
的配慮等について掲載しています。

障害者への合理的配慮等に関する

事例集
感染症対策編

障害者への合理的配慮等に関する事例集
感染症対策編

登録番号　（４）185

令和 4年 12月発行

編集・発行／

印　　　刷／

東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課
東京都新宿区西新宿二丁目 8番 1号　
電話　03-5320-4559
FAX　03-5388-1413
株式会社モモデザイン
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身体障害者補助犬法の啓発マーク↓
「ほじょ犬マーク」

第　

４

○　東京都福祉局のホームページ
　�東京都福祉局�＞�障害者�＞�障害者施策�
＞障害者差別解消と権利擁護＞障害者差
別解消法に関する普及啓発��
　�https://www.fukushi.metro.tokyo.
lg.jp/shougai/shougai_shisaku/
s a b e t s u k a i s h o _ y o u g o /
sabekaikeihatsu.html

〇�　「身体障害者補助
犬」は、目や耳や
手足に障害のある
方の生活をお手伝
いする、「盲導犬」・
「聴導犬」・「介助犬」
のことです。
　�　身体障害者補助犬法に基づき認定され

身体障害者補助犬とは



128

第　

４

た犬で、特別な訓練を受けています。
【盲導犬】
　目の見えない人や見えにくい人が、街な
かを安全に歩けるようにサポートします。
障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角
を教えます。ハーネス ( 胴輪 ) をつけてい
ます。
【介助犬】
　手や足に障害のある方の日常の生活動作
をサポートします。物を拾って渡したり、
指示したものを持ってきたり、着脱衣の介
助などを行います。“ 介助犬 ” と書かれた
表示をつけています。
【聴導犬】
　音が聞こえない人や聞こえにくい人に、
生活の中の必要な音を知らせます。玄関の
チャイム音・FAX�着信音・赤ちゃんの泣き
声などを聞き分けて教えます。“ 聴導犬 ”
と書かれた表示をつけています。

〇�　補助犬の同伴については、「身体障害
者補助犬法」で、人が立ち入ることので
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きる様々な場所で受け入れるよう義務付
けられています。

【補助犬の同伴を受け入れる義務がある場
所】
・��国や地方公共団体などが管理する公共
施設・公共交通機関（電車、バス、タ
クシーなど）

・��不特定多数の人が利用する民間施設－
商業施設、飲食店、病院、ホテルなど

・��事務所（職場）－国や地方公共団体な
どの事務所、政令で定める一定規模の
従業員数以上の民間企業（政令：身体
障害者補助犬法施行令）

※　�事務所（職場）で、上記従業員数未満
の民間企業や民間住宅も努力義務があ
ります。

【補助犬の受入施設の方へ】
●�　補助犬は、ユーザーの指示に従い待機
することができるので、特別な設備は必
要ありません。
●�　補助犬の同伴を受け入れる際に他のお
客様から苦情がある場合は、「身体障害



130

第　

４

者補助犬法」で受入義務があること、補
助犬の行動や健康の管理はユーザーが責
任をもって行っていることを説明し、理
解を求めてください。
●�　補助犬が通路をふさいだり、周りのに
おいを嗅ぎ回ったり、その他、何か困っ
た行動をしている場合は、そのことを補
助犬ユーザーにはっきり伝えてくださ
い。
●�　補助犬を同伴していても、補助犬ユー
ザーへの援助が必要な場合があります。
補助犬ユーザーが困っている様子を見か
けたら、まずは声をかけたり、筆談をす
るなどのコミュニケーションをとってく
ださい。

【補助犬を連れていたら】
●�　補助犬を連れている場合は、その犬が
仕事中だということを忘れないで、邪魔
をせず温かく見守ってください。
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（３）環境の整備
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・�　「環境の整備」とは、不特定多数の障
害者を主な対象として行われる措置で、
「合理的配慮の提供」（合理的配慮の提
供の詳細は、36ページから54ページ
参照）とは異なり、努力義務とされてい
ます。

・�　例えば、バリアフリー化や情報保障の
ための機器の導入などのハード面の対応
や、職員に対する研修やマニュアルの整
備などを行うソフト面の対応が「環境の
整備」に当たります。

・�　合理的配慮を必要とする障害者の利用
が多数見込まれる場合や、障害者との関
係性が長期にわたる場合等には、その都
度の合理的配慮の提供ではなく、「環境
の整備」を検討しましょう。
　�　その都度の合理的配慮の提供を求めず
に済むことから、障害者本人の自尊心の
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○�　障害者差別解消法では、個々の障害者
に対して行われる合理的配慮の提供を的
確に行うために、環境の整備に努めるべ
きであるとされています。

○�　この環境の整備とは、合理的配慮の提
供が必要な障害者の利用が多く見込まれ
たり、障害者との関係が長期にわたる場
合等に、いわゆるバリアフリー化や、情
報保障のための機器の導入などの対応を
行うことです。
＜整備の例＞
・�　受付や、相談・手続等の窓口などへの
筆談ボードやコミュニケーションボード
の設置とその使用方法を学ぶ研修等の実
施、簡単な手話のできる職員の配置、受
付番号等を表示できる掲示板の設置等を
行う。

第　
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回復、利便性の向上、中・長期的なコス
トの削減・効率化につながります。
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・�　行事等で、車いす使用者等の参加が見
込まれる場合、あらかじめ車いす対応席
等を設定する。
・�　参加者から申出があった場合に対応で
きるよう、車いす等の貸出しを行うほ
か、手話通訳者や介助者等の同行に配慮
する。
・�　新しい施設の建設や施設の改修の際
は、「東京都福祉のまちづくり条例」
（詳細は142ページ参照）等に基づき、
スロープやエレベーター等による段差を
解消した経路を設置するとともに、車い
す使用者対応トイレのほか、オストメイ
ト用設備（詳細は178ページ参照）、乳
幼児用設備、介助用ベッド（イラストは
182ページ参照）等の設備を設けるな
ど、バリアフリー化を行う。
・�　色の組み合わせによる見えにくさを解
消するため、掲示物や案内図等の配色を
工夫する。
・�　トイレ、作業室などの部屋の種類や、
その方向を示す絵記号や色別の表示など
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を設ける。
・�　不特定多数の人が集まるホール等にお
いて、聴覚障害者が、補聴器を通じて、
音声を正確に聞き取ることができるよ
う、ヒアリングループを設置する。

○�　また、環境の整備は、職員に対する研
修等のソフト面の対応も含まれます。
＜研修の例＞
・�障害当事者等を講師とした研修
・�本ハンドブックを活用した研修��等

○�　「合理的配慮の提供」は、このような
環境の整備（障害者等の利用を想定して
事前に行われる建築物のバリアフリー
化、介助者等の人的支援、情報アクセシ
ビリティの向上等）を基礎として、個々
の障害者に対して、その状況に応じて個
別に実施される措置です。したがって、
各場面において、合理的配慮の提供の内
容は異なります。
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＜合理的配慮の提供に至るまでのプロセス
イメージ＞�※ 41ページの図の再掲

〇�　環境の整備・合理的配慮の提供どちら
も対応をしている事例を紹介します。
　＜代筆の事例＞
　・�　（環境の整備）障害者から申込書類
への代筆を求められた場合に円滑に対
応できるよう、あらかじめ申込手続に
おける適切な代筆の仕方について店員
研修を行うこと。

　・�　（合理的配慮の提供）障害者から代
筆を求められた場合に、研修内容を踏

第　

４

P131

P80

P53
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まえ、本人の意向を確認しながら店員
が代筆すること。

　＜オンライン手続きの事例＞
　・�　（環境の整備）障害者がオンライン申
込みの際に不便を感じることのないよ
う、ウェブサイトの改良を行っていくこ
と。

　・�　（合理的配慮の提供）オンラインで
の申込手続が必要な場合に、手続に際
しての支援を求める申出があった場合
に、求めに応じて電話や電子メールで
の対応を行うこと。

○�　障害者との関係性が長期にわたる場
合、障害の状態等の変化を考慮しつつ、
その都度の合理的配慮の提供ではなく、
環境の整備を行うことを検討しましょ
う。
　�　環境の整備により、その都度の合理的
配慮の提供を求めずに済むことは、障害
者本人の自尊心すなわち尊厳を回復する
ことや、社会的障壁がなくなることに
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よって利便性などの向上につながりま
す。
　�　また、行政機関等・事業者にとっては、
中・長期的なコストの削減や効率化につ
ながる場合もあります。
　�　これらのメリットを考慮して、ぜひ積
極的に環境の整備の検討をお願いしま
す。
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【DAISY とは】
　Digital� Accessible� Information�
Systemの頭文字をとったものです。
音声データを独自の形式で圧縮し、章や節
ごとに「見出し」をつけることができる検
索性の高い音声媒体です。最長でディスク
一枚に 60時間程度収録可能です。ただし、
通常のCD再生機では聞くことができない
方式のもので、専用の再生機や、専用のソ
フトをインストールしたパソコンが必要に
なります。

音声による情報保障　
～ＤＡＩＳＹ・音声コード～
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【音声コードとは】
　音声コードとは、QRコードと同じ印刷
物上の切手大の二次元コードです。漢字を
含めた活字文書を約 800 文字格納できる
音声コードは、マイクロソフト社製のワー
プロソフト「Word」に音声コード作成ソ
フトをインストールすることで簡単に作成
することができ、活字文書読み上げ装置で
読むことが可能です。ただ音声コードを印
刷しても、視覚障害者がその印刷物に音声
コードが添付されていることに気づきませ
ん。音声コードを添付した印刷物には、必
ず切り欠きを入れ、裏面に音声コードを印
刷する際には、左側に音声コードを添付す
るようにしましょう。

切り欠き

⇒音声コード掲載の例（冊子の右下）
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　都条例では、東京都が行う「共生社会実
現のための基本的施策」の１つとして
「情報保障の推進」をあげています（詳細は、
67ページ参照）。
　庁内各局では、例えば、以下のような情
報保障に取り組んでいます。

○主税局
　納税通知書の封筒に、音声コード（音声
コードの詳細は、138ページ参照）を添付
し、通知書の内容を音声で取得できる旨を
案内しています。
　また、希望者に対し、税額や
納期等の情報を音声コード化し
た説明文書をお送りしています。

情報保障の推進に向けた各局の取組を紹介

音声コード

①　�封筒に音声コードを添付した納税通知書を�
お送りします。

②　�音声コード化した文書をご希望の場合、�
お電話ください。

③　音声コード化した文書を送ります。 納税者
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○水道局
　給水契約者で希望される方に音声コード
付き文書をお送りしています。

○政策企画局
　毎月１回発行している「広報東京都」につ
いて、点字版・音声版を発行しています。
　また、音声ファイルはＨＰに公開しています。
�
※　点字版・音声版
の申込みについては、
電話 03-5388-3093
までご連絡ください。

送付希望者
（給水契約者）

①　�様々な媒体を活用し広く都民の皆様に申込方
法等をご案内します。

②　�音声コード付き文書の送付を希望される方から
の申し込みを受け付けます。

③　�請求書等の内容をお知らせする音声コード付
き文書（※）を定期的に送付します。

※　お知らせ文書の内容
「使用月分、水道ご使用量、請求金額、支払期限等」をお知ら
せします。請求書は、お知らせ文書に同封して送付します。
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＜参考＞　広報東京都HP
https://www.koho.metro.tokyo.lg.jp/

○議会局
　「都議会だより」の
点字版・音声版を年
４回発行しています。
また、音声ファイルはＨＰに公開しています。
※　点字版・音声版の申込みについては、
電話 03-5320-7126 までご連絡ください。
＜参考＞　都議会だよりＨＰ
https://www.gikai.metro.tokyo.lg.jp/
newsletter.html
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　東京都では、全ての人が安全で、安心して、
かつ、快適に暮らし、訪れることができる
よう、ハード・ソフトの両面からユニバー
サルデザインのまちづくりを進めています。
　区市町村や事業者、都民と協働して、福
祉のまちづくりを推進していくため、以下
のような冊子等を作成していますので、ご
参照ください。

〇�情報発信サイト「心のバリアフリー」ホー
ムページ
　「心のバリアフリー」に対する都民の理解
促進や実践につながるよう、「ハートとハー
ドで、バリアをなくそう！」をキャッチフレー
ズに、「心のバリアフリー」について知り、
考えてもらうきっかけとなるよう、動画や
ハンドブック等の情報を一元的に発信
https://kokoro.metro.tokyo.lg.jp/

福祉のまちづくりの取組を紹介
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○区市町村・事業者のための
　�「心のバリアフリー」及び「情報バリア
フリー」ガイドライン
　学校や地域における学習や事業者内での
社員教育等の心のバリアフリー、また、音
声、文字、点字、手話、多言語による対応等、
様々な手段で情報提供を進める情報バリア
フリーに向けた取組の考え方と効果的な実
例を掲載
https://www.fukushi.metro.tokyo.
lg.jp/kiban/machizukuri/kokoro_joho/
kokoro_joho.html

○�東京都福祉のまちづくり条例「施設整備
マニュアル」
　東京都福祉のまちづくり条例で定める
「整備基準」について、図解も含めて詳し
く解説するとともに、より高い水準である
「望ましい整備」についても説明
https://www.fukushi.metro.tokyo.
lg.jp/kiban/machizukuri/manual05.
html
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○�店舗等内部のユニバーサルデザイン整備
ガイドライン
　店舗等内部※のテーブル配置やカウン
ターの高さなど、条例に定める整備基準だ
けでは補いきれない整備の考え方をまとめ
たもの
※�店舗等内部：用品店であれば商品の陳列
棚や試着室まで、飲食店であれば飲食を
提供するテーブルまでの経路や設備など
で、条例に定める整備基準の対象となら
ない部分

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/
kiban/machizukuri/tenponaibu.html

○�みんながまた来たくなるお店づくり～だ
れにでもおもてなしのサービスを～
　バリアフリー整備が困難な小規模店舗な
どで、「おもてなしのサービス」の対応を
する際の具体的なポイントを整理
https://www.fukushi.metro.tokyo.
lg.jp/kiban/machizukuri/omise.html
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○�障害者等用駐車区画の適正利用に向けた
ガイドライン
　障害者等用駐車区画を整備した施設管理
者が、適正利用に向けた対策を実施する際の
参考となるよう、効果的な対策事例を紹介
https://www.fukushi.metro.tokyo.
lg.jp/kiban/machizukuri/kanren/
guideline-park.html

〇�多様な利用者のニーズに配慮したユニ
バーサルデザインのトイレづくりハンド
ブック
　高齢者、障害者、子供を含めた全ての人
がストレスなく利用できるトイレ環境を実
現するため、公共施設、公園、商業施設、
鉄道駅等の各施設で自発的な取組を行う際
の参考となるよう、トイレ利用の困りごと
を解消する事例を紹介
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.
j p / k i b a n /ma c h i z u k u r i / t o i l e t _
handbook.html
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　ヒアリングループ（磁気ループ）とは、
補聴器を使用している聴覚障害者が、広い
空間や騒音の多い場所において、音声を正
確に聞き取るために聴力を補うための集団
補聴設備の一種で、音声データを磁気に変
換し、敷設したワイヤーから発生させた磁
気を、ループ内側にある補聴器で受信して
音声信号に変えることで、目的の音声を届
けることができる設備です。

建物施工時に、ワイヤーを床下や天井に埋
設・固定する「常設型」と、持ち運び可能
な磁気発生アンプと巻き取り式のワイヤー
を用いて必要な場所にループを設置できる
「移動型」があります。

ヒアリングループ（磁気ループ）について
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障害特性について
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第５　障害特性について
　障害のある方及びその家族や関係者と接
する際には、障害者本人の障害特性や、そ
の方が日常生活・社会生活で相対している
「社会的障壁」（社会的障壁の詳細は、18ペー
ジ参照）について理解し、その社会的障壁
の除去に向けて対応することが大切です。
　以下に、代表的な障害特性と、社会的障
壁を取り除くための対応時の配慮点をまと
めています。
　障害者への制限は、社会における様々な
障壁と相対することで生じているという
「障害の社会モデル」（障害の社会モデルの
詳細は、19ページ参照）の考え方に立ち、
障害があっても「人」としてのコミュニケー
ションを大切にしながら対応しましょう。

★　�障害の程度、重複障害の有無、疾病と
の関係などにより、どのような配慮が
必要かどうかは個人によって異なりま
す。その都度、本人に確認して対応す
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るようにしましょう。

１　視覚障害
〔主な特性〕
・　生まれつき目が見えない場合もある
が、最近は糖尿病性網膜症や網膜色素
変性症などで受障される方も多く、高
齢者では、緑内障や黄斑変性症が多い

・　視力障害は、視覚的な情報を全く得
られない又はほとんど得られない方
と、文字の拡大や視覚補助具等を使用
し保有する視力を活用できる方に大き
く分けられる（全盲、弱視といわれる
こともある）

・　暗い所で極端に視力が落ちる方や、普
通では眩しくない程度の光でも、過敏
になり眩しさや痛みを感じる方もいる

・　視野障害は、目を動かさないで見る
ことのできる範囲が狭くなる

・　ひとことで視覚障害と言っても、
様々な見え方がある（まったく見えな
い、文字がぼけて読めない、物が半分
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しか見えない（次ページ図Ａ）、筒状
の物を通しているようにしか見えない
（次ページ図Ｂ）など）

＜例＞
【求心性視野狭窄】
・　見える部分が中心だけになって段々
と周囲が見えなくなる

・　遠くは見えるが足元が見えず、つま
づきやすくなる

【中心暗点】
・　周囲はぼんやり見えるが真ん中が見
えない

・　文字等、見ようとする部分が見えな
くなる

・　視力障害、視野障害の状況によっ
て、明るさの変化への対応が困難なた
め、移動などに困難さを生じる場合も
多い

・�このため、文字を読めても、歩くとき
に障害物にぶつかってしまう方や、障
害物を避けて歩くことはできても、文
字を読めない方がいる

第　
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※　視力をほとんど活用できない方の場
合、音声、触覚、嗅覚など、視覚以外
の情報を手がかりに周囲の状況を把握
しています

※　文字の読み取りは、点字に加えて最
近では画面上の文字情報を読み上げる
ソフトを用いてパソコンで行うことも
あります（中途で失明した場合など視
覚障害者全てが、点字の読み書きがで
きるとは限りません）

※　視力をある程度活用できる方の場合
は、補助具を使用したり文字を拡大し
たり近づいて見るなどの様々な工夫を
して情報を得ています

※　見え方、見えづらさには、個人差が
大きく、外見からでは判断できないこ
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とに留意が必要になります

〔主な対応〕
・　声をかける時には前から近づき「○
○さん、こんにちは。△△です。」な
ど自ら名乗る

・　短い距離であっても、腕や白杖をつ
かんだり、肩や背中を後ろから押さな
い歩行は、介助者の腕や肩をつかんで
もらい、歩く速度を相手に合わせ、小
さな段差についても情報提供すること
を基本とする

〇：誘導の基本
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・� �説明する時には「それ」「あれ」「こっち」
「このくらいの」などと指差し表現や指示
代名詞で表現せず、「あなたの正面」「○○
くらいの大きさ」などと具体的に説明する

　×：後ろから押す　　　　×：手でひっぱる

〇：良い例

方向や位置を説明すると
きは、視覚障害者の向き
を中心にしてください

×：悪い例

向かい合っていると、説
明者とは左右が反対に
なるためです

第　

５



153

・　音声や点字表示など、視覚情報を代
替する配慮を行う

・　成人してから障害が生じた場合、白
杖を使って歩くことが難しかったり、
点字を読むことが困難な方も多いので
留意する

・　普段から通路（視覚障害者誘導用ブ
ロック（点字ブロック）の上等）に通
行の妨げになるものを置かない、視覚
障害者が日頃使用しているものの位置
を変えない

・　主に弱視の場合、室内における照明
の状況に応じて、窓を背にして座って
もらうなどの配慮を行う
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好事例１�　アンケートも多様な方法で（視
覚障害）

　アンケートを取る際に、印刷物だけを
配布していました。すると、視覚障害の
ある方から、「電子データでほしい」と要
望がありました。「電子データであればパ
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２　聴覚障害
〔主な特性〕�
・　生まれつき耳の聞こえない方は、手
話でコミュニケーションをとる方も多
いが、中途失聴の方は、手話を使わな
い方もいる

・　難聴者（少しでも音声が聞こえる
方）は、補聴器や人工内耳で聞こえを
補うことが多いが、音量を上げてもク
リアに聞こえない場合がある

・　補聴器や人工内耳を装用している場
合、スピーカーを通じた音等、残響や
反響のある音は、聞き取りにくい�
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ソコンの読み上げソフトを利用して回答
できる」とのことでした。

☞　紙媒体という画一的な方法ではなく、
テキストデータでアンケートを送信し、
メールで回答を受け取るという方法をと
ることで、視覚障害のある方にもアンケー
トに答えてもらえるようになりました。
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・　聴覚障害は外見上分かりにくい障害
であり、その人が抱えている困難も他
の人からは気づかれにくい側面がある�

・　聴覚障害者のコミュニケーション方
法には手話、筆談、口話など様々な方
法があるが、どれか一つで十分という
ことではなく、多くの聴覚障害者は話
す相手や場面によって複数の手段を組
み合わせるなど使い分けている�

・　聴覚の活用による言葉の習得がしに
くいことにより、聴覚障害者の国語力
は様々であるため、筆談の場合は、相
手の状況に合わせる

・　自らの声が聞こえないことから、発
音が不明瞭な方もいる

・　聴覚に困難を抱えるタイプには、感音
性難聴や聴覚過敏などいくつかがあり、
その場合一般の難聴と配慮が異なる

〔主な対応〕
・　発音が不明瞭で聞き取れない場合、
けげんな表情をせず、分からない時は
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心情に配慮しながら聞き返す
・　話をする際は、目や顔の表情等を
しっかりと見て、十分に理解できたか
どうか確認する

・�音声だけで話すことは極力避け、手振
りや身振り、絵カードなど視覚的な情
報も併用する

・　手話や文字表示など目で見て分かる
情報を提示したり、本人の希望に応じ
て手話通訳者や要約筆記者の派遣を依
頼する

・　音声を文字に変換できるスマート
フォンのアプリなどを活用して、筆談
を補う

・　補聴器や人工内耳を装用している方
に、マイクやスピーカーの音声を伝え
るために、ヒアリングループの利用等
も必要に応じて検討する
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３　盲ろう
〔主な特性〕�
・　視覚と聴覚の重複障害のある人を「盲
ろう」と呼んでいるが、障害の状態や程
度によって様々なタイプに分けられる
（視覚障害、聴覚障害の項も参照）�

第　
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好事例２　研修会等での配慮（聴覚障害）
　聴覚障害者のＡさんは、ある研修会に
参加することになりました。事務局から
研修担当者には、Ａさんは聴覚障害があ
るので配慮するよう伝えていましたが、
研修担当者は、Ａさんは補聴器をつけて
いたので問題ないと思い、特段の配慮も
なく研修が進められ第１日目が終わって
しまいました。
☞　Ａさんは、補聴器をつけていても、
全て聞き取れる訳ではないことを事務局
に相談したところ、次回以降、手話通訳
者か要約筆記者（ノートテイク）で対応
してくれることになりました。
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（�見え方と聞こえ方の組み合わせによるもの）�
①　全く見えず聞こえない状態の
「全盲ろう」�
②　見えにくく聞こえない状態の
「弱視ろう」�
③　全く見えず聞こえにくい状態の
「盲難聴」�
④　見えにくく聞こえにくい状態の
「弱視難聴」

（各障害の発症経緯によるもの）�
①　盲（視覚障害）から聴覚障害を伴っ
た「盲ベース盲ろう」

②　ろう（聴覚障害）から視覚障害を
伴った「ろうベース盲ろう」

③　先天的、あるいは乳幼児期に視覚と
聴覚の障害を発症する「先天性盲ろ
う」�

④　成人期以後に視覚と聴覚の障害が発
症する「成人期盲ろう」�

・　盲ろう者がそれぞれ使用するコミュ

第　
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ニケーション手段は、障害の状態や程
度、盲ろうになるまでの経緯、あるい
は生育歴、他の障害との重複の仕方に
よって異なり、介助方法も異なる�

・　テレビやラジオを楽しんだり本や雑
誌を読むことなどもできず、家族とい
てもほとんど会話がないため、孤独な
生活を強いられている方もいる

・　障害の状態や程度により視覚障害や
聴覚障害のある方と同じ対応が可能な
場合もあるが、同様な対応が困難な場
合が多い

〔主な対応〕
・　盲ろう者関係機関に相談し、対応に
関する助言を受ける�

・　手書き文字や触手話、指点字などの
対応が必要になりうることに配慮する�

・　言葉の通訳に加えて、視覚的・聴覚
的情報についても意識的に伝える�

　＜例＞
　状況説明として、人に関する情報（人
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数、性別等）や環境に関する情報（部
屋の大きさや机の配置、その場の雰囲
気等）など

・　本人の希望に応じて、盲ろう者向け
通訳・介助者派遣や、手話通訳・要約
筆記者派遣を依頼する

第　
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好事例３�　盲ろう者とのコミュニケー
ション（盲ろう）

　盲ろう者であるＢさんは、通訳・介助
者を同伴し、パソコン訓練を実施する施
設に相談に行きましたが、盲ろう者との
特殊なコミュニケーション方法である「手
書き文字」「点字筆記」「触手話」「指点字」
ができる職員がいないとの理由で受入れ
を断られてしまいました。
☞　後日、Ｂさんは通訳・介助者を同伴
して盲ろう者関係機関に相談したところ、
「Ｂさんは点字ができること、また、手の
ひらに書く（手書き文字）ことでコミュ
ニケーションがとれることを施設側に伝
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４　肢体不自由
＜車いすを使用している場合＞
〔主な特性〕�
・　脊髄損傷（対麻痺又は四肢麻痺、排
泄障害、知覚障害、体温調節障害な�
ど）、脳性麻痺（不随意運動、手足の
緊張、言語障害等、知的障害重複の場
合もある）、脳血管障害（片麻痺、運
動失調）に主に起因している下肢切断
もある

・　原因となる疾病や障害の程度によ
り、全く立ち上がれない方、ある程度
の歩行ができる方、手に障害がある
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えたらよいのではないか」との助言を受
け、改めて、Ｂさんは点字ができること、
また、手のひらに書く（手書き文字）こ
とでコミュニケーションがとれることを
施設に説明した結果、施設側も理解を示
し、前向きに受け入れる方向で話が進展
しました。
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方、言語障害や知的障害がある方など
状況は様々である

・　ベッドへの移乗、着替え、洗面、ト
イレ、入浴など、日常の様々な場面で
援助が必要な方の割合が高い

・　車いす使用者にとっては、段差や坂
道が移動の大きな妨げになる

・　脊髄損傷等により、体温調整が困難
な方もいる

・　手動車いすの使用が困難な場合は、
電動車いすを使用する場合もある�

・　障害が重複する場合には、呼吸器を
使用する場合もある

・　自分で車いす操作ができる方は、バ
リアフリーな場所であれば、移動に支�
障がない場合もある

〔主な対応〕
・　段差を無くす、車いす移動時の幅・
走行面の斜度、車いす用トイレ、施設
のドアを引き戸や自動ドアにするなど
の配慮を行う
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・　机アプローチ時に車いすが入れる高
さや、作業を容易にする手の届く範囲
を考慮する

・　ドア、エレベーター内のスイッチな
どの機器操作のための配慮を行う

・　目線が低いため、立ったまま話すと
見下ろされたように感じ、威圧感を受
ける場合があるので、目線を合わせて
会話する

・　体温調整障害がある場合は、部屋の
温度管理に配慮する

・　自分で移動できる方には、過度な干
渉は不要なこともあるので、本人の意
向を確認する

＜杖などを使用している場合＞
〔主な特性〕
・　脳血管障害（歩行可能な片麻痺、運
動失調）下肢切断もある

・　機能障害の程度が軽いため、杖や装
具を使っての歩行が可能な場合や、義
足を使用して歩行可能な場合は、日常
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生活の動作は自立している方が多い�
・　歩行の障害など、目に見える障害だ
けでなく、失語症や高次脳機能障害が
ある場合もある

・　長距離の歩行が困難だったり、階
段、段差、エスカレーターや人混みで
の移動が困難な場合もあるので、配慮
する必要がある

・　自分で動ける方には、過度な干渉は
不要なこともあるので、本人の意向を
確認する

〔主な対応〕
・　上下階に移動するエレベーターの設
置や、階段の手すりの設置を行う

・　休憩できる椅子やベンチ等を用意する
・　滑りやすい床などは転びやすいの
で、雨天時などの対応に留意する

・　トイレでの杖置きの設置や、靴の履
き替えが必要な場合に椅子を用意する
などの配慮を行う

・　上肢に障害がある場合は、片手や筋
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力低下等、障害の状況に応じて作業を
サポートする
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好事例４�　障害への理解が深まれば（肢
体不自由）

　座骨部に褥瘡（床ずれ）発生を繰り返
している脊髄損傷者Ｃさん。褥瘡は、長
時間座位を保持していることが原因で発
生していました。褥瘡悪化による手術で
数か月単位の入院を繰り返していました。
☞　納期が迫っており長時間作業をしな
ければならない場面でも、時間調整や褥
瘡予防できる姿勢を確保するため、途中
で休憩をとることなど周囲の理解と協力
を得ることで、褥瘡の発生を抑え、入退
院を繰り返すことなく生活することが可
能になりました。
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車いす使用者への配慮のポイント　
～段差や溝がある場合～

❶　昇るとき
　　�昇る手順は「車いすの前方を上げます」
と声をかけます。

　　①�ティッピングレバー（後車輪の内側
の棒）を踏み、

　　②�同時にハンドグリップ（持ち手）を押
し下げて前輪キャスターを上げます。

　　③�後車輪だけでバランスを保ちながら
段差に近づきます。

　　④�前輪キャスターを段に乗せてから、
後輪を押し上げます。

❷　降りるとき
　　�降りる手順は、後ろ向きになり、「降
ろします」と声をかけます。相手が安
心できるよう配慮しながら、車いすの
背を身体で支えながら衝撃を与えない
ようにそっと降ろします。

❸　�小さい段差や溝があるときは、斜めに
通るか、後ろ向きで通ります。
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　　�車いすは、少しでも段差や溝があると
前輪のキャスターがつかえたり、はま
り込んだりするので注意しましょう。
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＜電動車いすの種類について＞
　大きく分けて「自操用」と「介助用」の
２種類に分けられます。

（出典）警察庁「電動車いすの安全利用の
手引き (利用者用 )」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/
anzen/e_wheelchair.html をもとに編集

「自操用ハンドル型」 「自操用標準型」

「自操用簡易型」
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５　構音障害
〔主な特性〕
・　発音が不明瞭だったり、話し言葉の
リズムがスムーズでなかったりする

・　話す運動機能の障害、聴覚障害、咽
頭摘出などの原因がある

〔主な対応〕
・　しっかりと話を聞く
・　会話補助装置などを使ってコミュニ
ケーションをとることも考慮する

６　失語症
〔主な特性〕�
○　以下の症状が見られる場合がある
＜聞くことの障害＞�
・　音は聞こえるが「言葉」の理解に障
害があり、話の内容が分からない

・　単語や簡単な文は分かっても、早口
や長い話になると分からなくなる

＜話すことの障害＞
・　伝えたいことをうまく言葉や文章に
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できない�
・　発話がぎこちない、言いよどみが多
くなったり、本人が考えていることと
違う言葉が出てしまうこともある

＜読むことの障害＞�
・　文字を読んでも理解が難しい�
＜書くことの障害＞�
・　書き間違いが多い、また、「てにを
は」などをうまく使えない、文を書く
ことが難しい�

〔主な対応〕�
・　表情が分かるよう、顔を見ながら、
ゆっくりと短い言葉や文章で、分かり
やすく話しかける�

・　一度でうまく伝わらない時は、繰り
返して言ったり、別の言葉に言い換え
たり、漢字や絵で書いたり、写真・実
物・ジェスチャーで示したりすると理
解しやすい�

・　「はい」「いいえ」で答えられるよ
うに問いかけると理解しやすい
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・　話し言葉以外の手段（カレンダー、
地図、時計など身近にあるもの）を用
いると、コミュニケーションの助けと
なる�

※　「失語症のある人の雇用支援のため
に」（独立行政法人　高齢・障害・求
職者雇用支援機構障害者職業総合セン
ター）より一部引用
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好事例５　話すことの障害（失語症）
　失語症（発語がうまくできない）のあ
るＤさんが、買い物に行きましたが、自
分の欲しいものを探すことができません
でした。店員にどこにあるのか尋ねよう
としましたが、欲しいものをうまく伝え
られず、時間が経過するばかりでした。
☞　店員は、Ｄさんが言葉をうまく話せ
ないことが分かったため、「食べ物」「飲
み物」「日用品」等、徐々に的を絞って確
認していったところ、Ｄさんの欲しいも
のが判明し購入することができました。
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７　高次脳機能障害
　交通事故や脳血管障害などの病気によ
り、脳にダメージを受けることで認知や行
動に生じる障害。身体的には障害が残らな
いことも多く、外見では分かりにくいため
「見えない障害」とも言われている。
�
〔主な特性〕�
○　以下の症状が見られる場合がある�
＜記憶障害＞
・　すぐに忘れてしまったり、新しい出
来事を覚えることが苦手なため、何度
も同じことを繰り返したり質問したり
する�

＜注意障害＞
・　集中力が続かなかったり、ぼんやり
してしまい、何かをするとミスが多く
見られる

・　二つのことを同時にしようとすると
混乱する�

・　主に左側で、残してある食べ物に気
が付かなかったり、障害物に気が付か
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ないことがある�
＜遂行機能障害＞
・　自分で計画を立てて物事を実行した
り、効率よく順序立てられない

＜社会的行動障害＞
・　ささいなことでイライラしてしま
い、興奮しやすい

・　こだわりが強く表れたり、欲しいも
のを我慢できない

・　思いどおりにならないと大声を出し
たり、時に暴力をふるったりする�

＜病識欠如＞
・　上記のような症状があることに気付
かず、できるつもりで行動してトラブ
ルになる�

○�　失語症（失語症の詳細は、169ページ
参照）を伴う場合がある�
○�　片麻痺や運動失調等の運動障害や眼や
耳の損傷による感覚障害を伴う場合がある

〔主な対応〕
・　本障害に詳しい専門家などにサポー
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トのコツを聞く
＜記憶障害＞
・　手がかりがあると思い出せるので、
手帳やメモ、アラームを利用したり、
ルートマップを持ち歩いている方も多
いので、必要に応じて確認する

・　自分でメモを取ってもらい、双方で
確認する

・　残存する受傷前の知識や経験を活用
する（例えば、過去に記憶している自
宅付近では迷わず行動できるなど）

＜注意障害＞
・　こまめに休憩が取れるよう配慮する
・　一つずつ順番にやる
・　左側に危険なものを置かない
＜遂行機能障害＞
・　手順書を利用する
・　段取りを決めて目につく所に掲示する
・　スケジュール表を見ながら行動した
り、チェックリストで確認する

＜社会的行動障害＞
・　感情をコントロールできない状態に
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あるときは、上手に話題や場所を変え
てクールダウンを図る

・　あらかじめ行動のルールを決めておく

第　
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好事例６�　メモを活用して行き違いを防
止（高次脳機能障害）

　高次脳機能障害のあるＥさんに、「先ほ
ど伝えたことを忘れて勝手な行動をして
いる」と注意したところ、「聞いていなかっ
た、知らない」と逆に怒り出してしまい
ました。Ｅさんは普段、難しい言葉を使っ
たり、以前のことをよく覚えている方な
ので、高次脳機能障害の特性を知らない
周囲の人は、Ｅさんはいい加減な人だと
腹を立てて、人間関係が悪化してしまい
ました。
☞　高次脳機能障害のある方は、受傷前
の知識や経験を覚えている場合が多いが、
直近のことを忘れてしまいがちであるとい
う説明を受け、周囲の人は、障害の特性
であることを理解することができました。
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８　内部障害
〔主な特性〕�
・　心臓機能、呼吸器機能、腎臓機能、
膀胱・直腸機能、小腸機能、肝機能、
HIVによる免疫機能のいずれかの障害
により日常生活に支障がある�

・　常に医療的対応を必要とすることが
多い

・　外見からは、障害があることが分か
りにくい方もいる

・　疲れやすいため、長時間の立ち姿
勢、速く歩くこと、負荷を伴う歩行や
作業が困難な場合がある

〔主な対応〕�
・　ペースメーカーは外部からの電気や
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　また、口頭で伝えたことは言った、言
わないとトラブルのもとになりやすいの
で、メモに書いてもらい、双方で確認す
るようにしたら、トラブルが起きなくな
りました。
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磁力に影響を受ける可能性があること
に注意する

・　排泄に関し、人工肛門（ストマ）の
場合、パウチ洗浄等の設備が必要とな
ることに配慮する

・　人工透析が必要な方については、通
院に配慮する

・　呼吸器機能障害のある方は、慢性的
な呼吸困難、息切れ、咳等の症状があ
ることを理解し、息苦しくならないよ
う、楽な姿勢でゆっくり話をしてもら
うよう配慮する

・　常時酸素吸入が必要な方は、携帯用
酸素ボンベが必要な場合があることを
理解する

第　
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好事例７�　人工肛門等を造設した方（オ

ストメイト）への配慮（内部障害）
　病気のため、人工肛門（ストマ）を活
用することになったＦさん。これまで外
出先のトイレにおいてストマの処理を適
切に行うことに困難を感じていました。
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９�　重症心身障害・その他医療的ケア
が必要な障害者

〔主な特性〕
・　自分で体を動かすことが困難な重度
の肢体不自由と、年齢に相応した知的
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☞　最近では、旅館や公衆浴場でもオス
トメイト用の水洗設備のあるトイレが設
置されてきており、トイレを安心して利
用することができるようになりました。

オストメイト用設備の例
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発達が見られない重度の知的障害が重
複している場合がある

・　てんかんを有している人もいる
・　ほとんど寝たままで自力では起き上
がれない状態が多く、長時間座ってい�
ることが困難な場合もある

・　身体機能に合わせた特殊型車いすや
ストレッチャー型車いすを使用してい
る。医療機器や酸素ボンベ等を載せて
移動する人もいる

・　移動、寝返り、着替え、洗面、トイ
レ、入浴など、日常の様々な場面で介
助者による援助や全面的な介助が必要
（オムツを使用していることが多い）

・　自力で食事をすることが困難なた
め、スプーンなどでの介助が必要

・　誤嚥を起こしやすいため、通常の食
事が摂れない場合には、食事の形態を
変えるなど特別な配慮が必要

・　食事を経口で摂れず、鼻に留置した
管や胃ろう等から、児童に対しては医
療用ミルク、成人の場合は半消化態栄
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養剤やミキサー食を注入する方もいる
・　常に医学的な管理を必要とし、人工
呼吸器を使用する場合や、胃ろう等か�
らの栄養注入や喀痰吸引など医療的ケ
アが必要な方もいる

・　言葉でのコミュニケーションなどで
意思疎通が困難な方が多いが、支援機
器を使えばコミュニケーションできる
方や、非言語コミュニケーションが可
能な方もいる

・　弱視・色覚異常や難聴等を併発してい
る場合が多く、それらの障害への配慮
は視覚障害者や聴覚障害者への配慮に
準ずる

・　体の筋緊張が異常に強い方や逆に弱い
方、また不随意運動等がある方もいる

・　歩行など骨の強度を高める体重負荷
のかかる活動がないことや、抗てんか
ん薬などの影響で骨の強度が低く骨折
しやすい

〔主な対応〕
・　人工呼吸器などを装着して大型の車
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いす、ストレッチャー型車いすで移動�
する方もいるため、電車やエレベー
ター等の乗降で人手が必要なときは、
介助者に何を手伝えばよいか聞くなど
して、対応可能な配慮をする

・　医療的ケアや体温調整など医学的管
理が常時必要な人や、音や光への過敏
がある人が多い。本人または介護者と
対話し、対応可能な配慮をする

・　医療的ケアの内容によっては、プラ
イバシーへの配慮が必要

・　医療機器、器具の取り扱いには、衛
生面での配慮が必要なことに留意する

第　
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好事例８�　ちょっとした配慮で家族と� �
一緒に外出（重症心身障害）

　・外食の際に、食事形態を整えるため
に持参した電源を要する器具を使用した
いと思いました。
☞　お店の方に伝えたら、電源を快く使
わせてもらえました。胃ろうなどから注入
をする場合でも、お店の方たちに温か
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い対応をしてもらい、家族と一緒に外出し
やすくなりました。

・外出先のトイレに、介助用ベッド（※
下記参照）がありませんでした。
☞　お店の方に伝えたら、別室に案内し
てもらい、おむつ交換をすることができ
ました。

・旅行に行くときは、ペースト食を持っ
て行きますが、家族や同行者と同じ食事
をすることを願っていました。
☞　事前に旅先の宿泊施設に食形態を伝
えたところ、食形態に合わせた料理を提供
してくれたので、家族や同行者と同じメ
ニューで食事を楽しむことができました。

＜参考：折り畳み式介助用ベッドの例＞
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１０　知的障害
〔主な特性〕�
・　おおむね１８歳頃までの心身の発達
期に現れた知的機能の障害により、生
活上の適応に困難が生じる�

・　考える、理解する、読む、書く、計
算する、話す等の知的な機能に発達の
遅れが生じる�

・　理解できても、話す・書くといった
表現が苦手な方もいる

・　金銭管理、会話、買い物、家事など
の社会生活への適応について状態に応
じた援助が必要

・　主な原因として、ダウン症候群など
の染色体異常、又は先天性代謝異常に
よるものや、脳症や外傷性脳損傷など
の脳の疾患があるが、原因が特定でき
ない場合も多い�

・　てんかんを合併する場合もある
・　ダウン症候群の場合の特性として、
筋肉の低緊張、知的な発達の遅れがみ
られることが多い、心臓に疾患を伴う

第　
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場合があることがあげられる
・　第三者の提案に対し、ノーが言えな
いため、意思決定の支援が必要なタイ
プがときどき見られる

〔主な対応〕
・　言葉による説明などを理解しにくい
ため、ゆっくり、丁寧に、分かりやす
く話す

・　本人の返事をじっくり待つ
・　文書について、平易な文章やわかり
やすい表現に心がけるとともに、漢字
を少なくしてルビを振るなどの配慮を
行う

・　人によってニーズが違うので、写
真、絵、ピクトグラム（絵文字）など
を使い、本人が分かりやすい方法で情
報提供を行う

・　説明が分からないときに提示する
カードを用意したり、本人をよく知る
支援者が同席するなど、理解しやすく
なる環境を工夫する

第　
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・　本人意思の確認は慎重に行う。矛盾
する提案にもイエスと言っていないか
を確かめたり、イエスが本人の真の意
思なのかを本人をよく知る支援者や保
護者の力を借りて確認する

第　
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好事例９�　飲食店のメニュー選び（知的
障害）

　外食をしようとしたＧさんは、飲食店
等で料理を選ぶことが苦手でした。メ
ニューが字だけで書かれている場合、内
容を把握することがなかなか難しいから
です。
☞　Ｇさんが利用した飲食店では、ほとん
どのメニューに写真が活用されており、ま
た、店員が分かりやすく説明をしてくれた
ため、好きな料理を選ぶことができました。
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１１　発達障害
＜自閉スペクトラム症＞
〔主な特性〕�
・　言葉や、言葉以外の表情、視線、身
振りなどから相手の考えていることを　
読み取ったり、自分の考えを相手に分
かるように伝えることが不得手である

・　興味や関心が限定的だったり、こだわ
りや自分だけのルールがあったりする

・　見通しの立たない状況や、急な予定
の変更などでは不安になりやすい

・　不安が強いとかんしゃくやパニック
を起こすことがある

・　大勢の人がいる所や気温の変化、部
屋の明るさ、照明器具の光や匂い等の
感覚刺激への敏感さで苦労している一
方で、ケガや痛みに気づかないなど感
覚鈍麻の人もいる

・　絶対音階があったり、驚異的な記憶
力があったり、独特な認知・感覚が才
能やスキルにつながる場合もある

・　自閉スペクトラム症の方の中には、
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独自のこだわりがある方や、知的障害�
を伴う方もいる

・　知的障害を伴わない自閉スペクトラ
ム症は、障害年金や障害者手帳等では
精神障害に分類されることを認識して
おく

〔主な対応〕�
・　肯定的、具体的、視覚的な伝え方を
工夫する(「○○をしましょう」とシ�
ンプルに伝える、その人の興味関心に
沿った内容や図・イラストなどを使っ
て説明するなど）

・　精神論では理不尽に感じやすいので、
本人が納得しやすい論理で説明する

・　スモールステップによる支援を行う
（手順を示す、モデルを見せる、体験
練習をする、新しく挑戦する部分は少
しずつ行うなど）

・　感覚過敏がある場合は、音や肌触
り、室温など感覚面の調整を行う（イ
ヤーマフやヘッドフォンなどの活用を
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認める、大声で説明せずホワイトボー
ドで内容を伝える、落ち着いて過ごせ
るように居場所を衝立などで区切る、
クーラー等の設備のある部屋を利用で
きるように配慮するなど）

・　本人の返答や返事をじっくり待ち、
焦らないで話ができるようにする

・　パニックを起こした場合は、危険を
防ぎ、静かで物が少ない部屋に誘導
し、落ち着くまで見守る

・　本人をよく知る専門家や家族にサ
ポートのコツを聞く
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好事例１０�　個別の対応で理解が容易に
（自閉スペクトラム症）

　Ｈさんは、利用者全体に向けた説明を
聞いても、理解できないことがしばしば
ある方です。そのため、ルールや変更事
項等が伝わらないことでトラブルになっ
てしまうことも多々ありました。
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＜学習障害（限局性学習障害）＞
〔主な特性〕�
・　全般的に知的な遅れはないにもかか
わらず、「聞く」「話す」「読む」
「書く」「計算する」「推論する」な
ど、学習に必要な特定のことが極端に
苦手な状態

・　読み書きが苦手な人、計算だけがで
きない人など、人によってあらわれ方
が異なる

・　苦手なこと以外の能力には問題がな
く、すぐれた学力をもっている場合もある
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☞　そこで、Ｈさんには、全体での説明の
他に個別に時間を取り、正面に座り、文字
やイラストにして直接伝えるようにしたと
ころ、様々な説明が理解できるようになり
ました。そして、自分が理解されている安
心感をＨさんが抱くようになり、Ｈさんと
事業所の相互理解も進み、トラブルが減る
ようになりました。
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〔主な対応〕�
・　得意な部分を使って情報アクセス
し、表現できるようにする（ICT�を活
用する際は、文字を大きくしたり行間
を空けるなど、読みやすくなるように
工夫する）

・　苦手な部分について、課題の量・質
を適切に加減する、柔軟な評価をする

・　ストレスケアを行う（傷つき体験へ
の寄り添い、適応行動ができたことへ
のこまめな評価）

・　本人をよく知る専門家や家族にサ
ポートのコツを聞く
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好事例１１�　苦手なことに対しては、事
前のサポート（発達障害）

　発達障害のあるＩさんは文字の読み書
きが苦手であり、様々な手続の際、書類
の記入欄を間違えたり、誤字を書いてし
まったりして、何回も書き直さなければ
なりませんでした。
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＜注意欠如・多動性障害＞
〔主な特性〕�
・�　注意を持続させることが困難で、忘
れ物や単純ミスを生じやすい

・�　落ち着きがない、待てないなど、行
動の抑制に困難を抱えている

・�　順序立てて行動することが苦手で、
目の前の刺激に反応しやすい

・�　衝動性をいかして、エネルギッシュ
に次々と新しいことに挑戦していくタ
イプもいる
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☞　そこで、Ｉさんの相談を受けている
職員は、「記入箇所に鉛筆で丸をつけたり
付箋を貼って示す」「書類のモデルを作成
して示す」「本人の了解のもとに職員が鉛
筆で下書きする」などを試したところ、
書類作成を失敗する回数が少なくなりま
した。
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〔主な対応〕　
・　厳しい𠮟責や脅しは効果がないばか
りか、本人の自尊心を下げる悪循環を�
招きやすいため、短く、はっきりとし
た言い方で伝える

・　メモを渡す、リマインドを入れるな
どうっかりミスを防ぐ工夫を行う

・　気の散りにくい座席の位置の工夫、
分かりやすいルール提示などの配慮を
行う

・　本人をよく知る専門家や家族にサ
ポートのコツを聞く

＜その他の発達障害＞
〔主な特性〕�
・　運動や体を動かすことが苦手だった
り手先が不器用だったりする発達運動
性協調障害、我慢していても声が出た
り、体が動いてしまったりするチック
やトゥレット症候群、一般的に吃音と
いわれるような話し方なども、発達障
害に含まれる
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〔主な対応〕　
・　叱ったり、拒否的な態度を取った
り、笑ったり、ひやかしたりしない

・　日常的な行動の一つとして受け止
め、時間をかけて待つ、苦手なことに
無理に取り組まず、できることで活躍
する環境を作るなど、楽に過ごせる方
法を一緒に考える

・　本人をよく知る専門家や家族にサ
ポートのコツを聞く

１２　精神障害
〔主な特性〕�
・　精神障害の原因となる精神疾患は
様々であり、原因となる精神疾患に
よって、その障害特性や制限の度合い
は異なる�

・　精神疾患には、いくつもの種類があ
り、その中には、長期にわたり日常生
活又は社会生活に相当な制限を受ける
状態が続くものがある

・　代表的な精神疾患として、統合失調
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症や気分障害等がある�
・　障害の特性も様々であるため、積極
的に医療機関と連携を図ったり、専門
家の意見を聴くなど関係機関と協力し
ながら対応する

＜統合失調症の場合＞�
〔主な特性〕
・　発症の原因はよく分かっていない
が、１００人に１人弱の割合で発症す�
る、比較的一般的な病気である

・　「幻覚」や「妄想」が特徴的な症状だ
が、その他にも様々な生活のしづらさが
障害として表れることが知られている

・　陽性症状�
（幻覚）
　　�実態がなく他人には認識できない
が、本人には感じ取れる感覚のこと�
とりわけ、自分の悪口やうわさ、指
図する声等が聞こえる幻聴が多い�

（妄想）
　　�明らかに誤った内容を信じてしま
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い、周りが訂正しようとしても受け
入れられない考えのこと　誰かに嫌
がらせをされているという被害妄
想、周囲のことが何でも自分に関係
しているように思える関係妄想など

・　陰性症状�
　　�　意欲が低下し、以前からの趣味や
楽しみにしていたことに興味を示さ
なくなる疲れやすく集中力を持続で
きず、人づきあいを避け引きこもり
がちになる　入浴や着替えなど清潔
を保つことが苦手となる�等

・　認知や行動の障害
　　�　考えがまとまりにくく何が言いた
いのか分からなくなる　相手の話の
内容がつかめず、周囲にうまく合わ
せることができない�等

〔主な対応〕�
・�　薬物療法が主な治療となるため、内
服を続けるために配慮する��

・�　ストレスや環境の変化に弱いことを
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理解し、配慮した対応を心がける�
・　一度に多くの情報が入ると混乱する
ので、伝える情報は紙に書くなどして
整理してゆっくり具体的に伝えること
を心がける�

・　症状が強い時には無理をさせず、
しっかりと休養をとったり、速やかに
主治医を受診することなどを促す�

＜気分障害の場合＞�
〔主な特性〕�
・　気分の波が主な症状として見られる
病気で、うつ状態のみを認める時はう
つ病と呼び、うつ状態と躁状態を繰り
返す場合には、双極性障害（躁うつ
病）と呼ぶ

・　うつ状態では気持ちが強く落ち込
み、何事にもやる気が出ない、疲れや
すい、考えが働かない、自分が価値の
ない人間のように思える、死ぬことば
かり考えてしまい実行に移そうとする
などの症状が出る
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・　躁状態では気持ちが過剰に高揚し、普
段ならあり得ないような浪費をしたり、
ほとんど眠らずに働き続けたりする

　　その一方で、ちょっとした事にも敏
感に反応し、他人に対して怒りっぽく
なったり、自分は何でもできると思い
込んで人の話を聞かなくなったりする�

〔主な対応〕�
・　薬物療法が主な治療となるため、内
服を続けるために配慮する

・　うつ状態の時は無理をさせず、しっ
かりと休養をとれるよう配慮する�

・　躁状態の時は、金銭の管理、安全の
管理などに気を付け、対応が難しい時
には専門家に相談する�

・　自分を傷つけてしまったり、自殺に
至ることもあるため、自殺などをうか
がわせるような言動があった場合に
は、本人の安全を確保した上で、速や
かに専門家に相談するよう本人や家族
等に促す
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＜アルコール依存症の場合＞�
〔主な特性〕�
・　飲酒したいという強い欲求をコント
ロールできず、過剰に飲酒したり、昼
夜問わず飲酒したりすることで身体
的、社会生活上の様々な問題が生じる�

・　体がアルコールに慣れることで、ア
ルコールが体から抜けると、発汗、頻
脈、手の震え、不安、イライラなどの
離脱症状が出る�

・　一念発起して断酒しようとしても、
離脱症状の不快感や、日常生活での不
安感から逃れるために、また飲んでし
まう�

〔主な対応〕�
・　アルコール依存症は治療を必要とす
る病気であるということを理解する

・　周囲の対応が、結果的に本人の飲酒
につながってしまう可能性があること
に留意する

・　一度断酒しても、再度飲酒してしま
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うことが多いため、根気強く本人を見
守る

＜てんかんの場合＞�
〔主な特性〕�
・　何らかの原因で、一時的に脳の一部
が過剰に興奮することにより、発作が
起きる

・　発作には、けいれんを伴うもの、突
然意識を失うもの、意識はあるが認知
の変化を伴うものなど、様々なタイプ
のものがある�

〔主な対応〕
・　誰もがかかる可能性がある病気であ
り、専門家の指導のもとに内服治療を
行うことで、多くの方が一般的な生活
を送れることを理解する

・　発作が起こっていないほとんどの時
間は普通の生活が可能なので、発作が
コントロールされている場合は、過剰
に活動を制限しない
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・　薬の内服を適切に続けられるように
配慮する

・　発作が起こってしまった場合には、
本人の安全を確保した上で専門機関に
相談する

＜認知症の場合＞
〔主な特性〕
・　認知症とは、単一の病名ではなく、
種々の原因となる疾患により記憶障害
など認知機能が低下し、生活に支障が
出ている状態である

・　原因となる主な疾患として、アルツ
ハイマー病、脳血管障害、レビー小体
病、前頭側頭変性症（ピック病など）
がある

・　認知機能の障害の他に、行動・心理
症状（BPSD）と呼ばれる症状（徘徊、
不穏、興奮、幻覚、妄想など）がある

〔主な対応〕
・　早期に気付いて適切に対応していく
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ことができるよう、小さな異変を感じ
たときに速やかに適切な機関に相談で
きるようにする

・　行動・心理症状（BPSD）には、何ら
かの意味があり、その人からのメッ
セージとして聴くことが重要であり、
BPSDの要因として、様々な身体症状、
孤立・不安、不適切な環境・ケア、睡
眠や生活リズムの乱れなどにも目を向
ける

・　症状が変化した等の場合には、速や
かに主治医を受診し、必要に応じて専
門機関に相談することなどを促す
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好事例１２�　薬が効くまでの時間をもら
えると（精神障害）

　Ｊさんは、精神障害当事者としての経
験を生かして、福祉サービス事業所でピ
アサポーター（※）として活動しています。
しかし、月に一度位は幻聴が出ることが
あり、Ｊさんは活動に支障が出ることを
とても心配していました。
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☞　職員に相談すると、「普段はどうして
いるのですか？」と質問され、Ｊさんは「頓
服薬を飲んで１時間位静養すると治まっ
てくる」と説明しました。
　すると、「自分なりの対処方法があるの
はよいことですよ」「症状があっても、工
夫をしながら活動を続けることが大切で
す」「他の利用者の励みになるのだから気
にする必要はありません」と言われ、幻
聴が出た時は、頓服が効くまで静養でき
ることになりました。
　その後、Ｊさんは、ピアサポーターと
して自信を持ちながら、安心して活動を
続けています。

※ピアサポーター：同じ症状や悩みをも
ち、同じような立場にある仲間を、英語
で「ピア」と言い、体験を語り合い、回
復を目指す取組（＝「ピアサポート」）を
行う人を指します。
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１３　難病
〔主な特性〕�
・　「難病」とは、神経筋疾病、骨関節
疾病、感覚器疾病など様々な疾病によ
り多彩な障害を生じるもの

・　主なものとして、血液系、免疫系、
内分泌系、代謝系、神経・筋、視覚
系、感覚系、循環器系、呼吸器系、消
化器系、皮膚・結合組織系、骨・関節
系、腎・泌尿器系等、多種多様で、病
気の状態や症状は個人差があり、重篤
で全面介助の生活を送っている方もい
れば、ほとんど問題なく日常生活を
送っている方まで様々である

・　「障害」が固定せず、進行したり、
体調や服薬の状況によって変動したり
することもある

・　外見からでは障害があることが分か
りにくい方もいるなど、必要な配慮に
ついても個々のケースによって大きく
異なる

・　常に医療的対応を必要とすることが
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多い�
・　病態や障害が進行する場合が多い�
・　難病のうち、医療の確保の必要性が
高いもので一定の要件を満たすもの
は、指定難病として医療費助成の対象
で、その数は、令和６年４月１日現在
３４１疾病であり、今後も指定難病は
追加される可能性がある

〔主な対応〕�
・　それぞれ病気による症状や状態によ
り特性が異なるため、その特性に合わ
せた対応をする

　＜例＞
　　「疲れやすい」という特徴のある方
には、柔軟に休憩をとれるようにする
(外見からでは病気が分かりづらい方な
どは、休憩をとっているのではなく、
さぼっていると誤解されてしまうこと
もよくある)

・　体調がよくない時に休憩できる場所
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を用意する
・　疾患により、トイレに頻繁に行く・
暑さ寒さに気をつけることに留意する

・　状態の変動などに留意する
・�　外見に目立つ症状がある疾患など
は、難病に対する知識の不足から、う
つる病気と誤解されることがあるが、
難病は伝染病ではないため、誤解や偏
見を招かないよう配慮する

・　多くの疾患では定期的な通院が不可
欠であり、定期的な通院をすること
で、入院や長期の休みなどを予防する
ことができるため、通院に配慮する
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好事例１３�　色素性乾皮症（XP）児の� �
保育所における対応（難病）

　遮光対策が必要な疾病である色素性乾
皮症患児のＫちゃんは、紫外線対策がな
されていない保育所に入所することは困
難です。
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１４　強度行動障害
〔主な特性〕�
・　自分の体を叩いたり食べられないも
のを口に入れる、危険につながる飛び
出しなど本人の健康を損ねる行動、他
人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時
間も続くなど周囲の人の暮らしに影響
を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起
こるため、特別に配慮された支援が必
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☞　入所を希望する保育所と話し合った
結果、UVカットシートを保育室等の窓
ガラスに貼り、紫外線を遮断するために
窓は常時閉鎖してエアコンを取り付ける
対応をしてもらうことになりました。
　そのほか、保育所側に日光に当たって
しまった際の対応策などを十分把握して
もらった上で、他の保育園児・保護者へ
の説明も十分行い、疾病に対する理解を
得ることで、安心して保育所に通うこと
ができるようになりました。
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要になっている状態のこと
・　行動障害は、本人が生まれ持ってい
る「生きづらさ」があり、適切な支援
や分かりやすい環境が提供されない中
で起こる

〔主な対応〕
・　強度行動障害は、本人が困っている
サインだと捉えて、周りの人たちが特
性や周囲の環境などをきちんと把握
し、行動の原因を探っていくことが大
切で、それぞれに合った支援を見つけ
ることが必要となる

・　施設等において適切な支援を行うこ
とにより、他害行為などの危険を伴う
行動の回数が減少するなどの支援の有
効性も報告されており、強度行動障害
に関する体系的な研修が必要とされて
いる
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【ヘルプマーク】
　義足や人工関節を使用している方、内部
障害や難病の方、妊娠初期の方など、外見
からは分からなくても援助や配慮を必要とし
ている方々が、周囲の方に配慮を必要とし
ていることを知らせるためのマークです。
　ヘルプマークを身に着けた方を見かけた
ら、電車・バス内で席をゆずる、困ってい
るようであれば声をかける等、思いやりの
ある行動をお願いします。

○　電車・バスの中で、席をお譲りください。
　�　外見では健康に見えても、疲れやすかっ
たり、つり革につかまり続けるなどの同じ
姿勢を保つことが困難な方がいます。
　�　また、外見からは分からないため、優
先席に座っていると不審な目で見られ、
ストレスを受けることがあります。

○�　駅や商業施設等で、声をかけるなどの

ヘルプマーク
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配慮をお願いします。
　�　交通機関の事故等、突発的な出来事に
対して臨機応変に対応することが困難な
方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降な
どの動作が困難な方がいます。

○�　災害時は、安全に避難するための支援
をお願いします。
　�　視覚障害者や聴覚障害者等の状況把握
が難しい方、肢体不自由者等の自力での
迅速な避難が困難な方がいます。

（ヘルプマーク）
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【ヘルプカード】
　障害のある方等が普段から携帯しておく
ことで、緊急時や災害時、困った際に、自
己の障害等への理解や支援を得やすくする
ためのカードです。

　※　ヘルプカードの活用場面
　　○　災害が発生したとき
　　○　災害に伴う避難生活が必要なとき
　　○　道に迷ってしまったとき
　　○　パニックや発作、病気のとき
　　○　ちょっとした手助けが必要なとき
　　　　など

　ヘルプカードには、緊急連絡先や必要な
支援内容等が記載されています。記載内容
に沿った支援をお願いします。

ヘルプカード
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（裏面：参考様式）

（表面：東京都標準様式）

下記に連絡してください。

私の名前

（ア）連絡先の電話

　　　連絡先名(会社・機関等の場合)

　　　呼んでほしい人の名前

（イ）連絡先の電話

　　　連絡先名(会社・機関等の場合)

　　　呼んでほしい人の名前
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障害者に関するマーク

障害者のための国際シン
ボルマーク
�障害者が利用できる建物、
施設であることを明確に表
すための世界共通のシンボ
ルマーク

公益財団法人日本障害者リハビリテーション
協会（https://www.jsrpd.jp/）

盲人のための国際シンボ
ルマーク
世界盲人連合で1984�年に
制定された盲人のための共
通マーク

社会福祉法人日本盲人福祉委員会
（https://ncwbj.or.jp/）
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身体障害者標識（身体障
害者マーク）

��� 肢体不自由であることを理
由に免許に条件を付されて
いる方が運転する車に表示
するマーク

警視庁（https://www.keishicho.metro.
tokyo.jp/kotsu/mark/mark.html）

聴覚障害者標識（聴覚障
害者マーク）
聴覚障害であることを理由
に免許に条件を付されてい
る方が運転する車に表示す
るマーク

警視庁（https://www.keishicho.metro.
tokyo.jp/kotsu/mark/mark.html）
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耳マーク
聞こえが不自由なことを表
すと同時に、聞こえない
人・聞こえにくい人への配
慮を表すマーク

社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連
合会（https://www.zennancho.or.jp/）

手話マーク
手話を必要としている人の
ためのマーク

一般財団法人全日本ろうあ連盟
（https://www.jfd.or.jp/）
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筆談マーク
筆談を必要としている人の
ためのマーク

一般財団法人全日本ろうあ連盟
（https://www.jfd.or.jp/）

オストメイトマーク
人工肛門・人工膀胱を造設
している人（オストメイ
ト）である事と、オストメ
イトのための設備があるこ
とを表すマーク

公益社団法人日本オストミー協会
（http://www.joa-net.org/）
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ハート・プラスマーク
身体内部に障害がある人を
表すマーク

特定非営利活動法人ハート・プラスの会
（https://www.normanet.ne.jp/~h-plus/）

「白杖ＳＯＳシグナル」
普及啓発シンボルマーク
白杖を掲げたSOSのシグナ
ルを見かけたら、声をかけ
て支援しようという運動の
普及啓発シンボルマーク

岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課
（https://www.city.gifu.lg.jp/21102.htm）

※�補助犬マークについては 127 ページ、
ヘルプマークについては 208 ページを
ご覧ください。
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第６　相談体制の整備等
１　相談体制の整備について
○�　行政機関等においては、それぞれの事
業を所管する部署が、都民からの相談に
的確に応じられるようにすることが大切
です。

○�　事業者による差別については、まず当
該事業者において対応することとなりま
す。事業者においては、下記ポイントを
検討していくことが必要です。
・　既存の苦情解決体制や相談窓口を活
用すること。

・　新たにお客様窓口等の相談窓口等を
設置したりする際には、ホームページ
等を活用し、相談窓口等に関する情報
の周知を図り、利用しやすいものとす
るよう努めること。

・　対面のほか、電話、ＦＡＸ、電子
メール等の多様な手段を用意しておく
こと。� �
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　なお、相談等に対応する際には、障
害者の性別・年齢・状態等に配慮が必
要です。また、実際の相談事例は、相
談者のプライバシーに配慮しつつ順次
蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に
活用することが望まれます。

○�　東京都や区市町村における事業所の指
導監督権限を有する部署では、事業者に
対して、対応指針に係る十分な情報提供
を行うとともに、都民や事業者からの照
会・相談に丁寧に対応するなどの取組を
積極的に行いましょう。

○�　東京都の職員による差別の相談につい
ては、東京都の各局等において相談窓口
を定め、東京都福祉局のホームページ内
で公開しています。
　�　また、都内区市町村の障害者差別解消
法所管一覧も掲載しています。
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　　�東京都福祉局�＞�障害者�＞�障害者施
策�＞障害者差別解消と権利擁護＞障
害を理由とする差別に関する相談窓口

・東京都職員による差別の相談（各局等
の相談窓口）

　　�https://www.fukushi.metro.tokyo.
lg.jp/shougai/shougai_shisaku/
s a b e t s u k a i s h o _ y o u g o /
soudanmadoguchi/kakkyoku.html

・都内区市町村の障害者差別解消法に関
する相談窓口

　　�https://www.fukushi.metro.tokyo.
lg.jp/shougai/shougai_shisaku/
s a b e t s u k a i s h o _ y o u g o /
soudanmadoguchi/kushichouson.
html

○�　障害者差別に関するご相談、障害者差
別解消法及び都条例の内容や運用につい
ては、下記窓口にご相談・お問い合わせ
ください。
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•�　東京都障害者権利擁護センター（対応
時間：平日�午前９時から午後５時まで）
� 電　話：０３－５３２０－４２２３
� ＦＡＸ：０３－５３８８－１４１３
� �メ ー ル：syougaisyakenriyougo@
section.metro.tokyo.jp

� �相談受付フォーム：https://logoform.
jp/form/tmgform/261738
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　障害を理由とする差別に関する相談や紛
争の防止、解決の取組を進めるため、国や
地方公共団体の機関が、それぞれの地域で
障害者差別解消支援地域協議会を組織でき
ることとなっています。
　協議会が組織され、関係する機関などの
ネットワークが構成されることによって、
いわゆる「制度の谷間」や「たらい回し」
が生じることなく、地域全体として、差別
の解消に向けた主体的な取組が行われるこ
とが目的とされています。
　東京都においては、障害者差別解消法の
施行後、本協議会を設置し、都条例の制定
に向けて検討を行ってきました。今後も、関
係機関等が対応した相談事例の共有や、啓
発などについての協議を行い、障害を理由
とする差別の解消に取り組んでいきます。
＜参考＞福祉局ホームページ
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/
shougai/shougai_shisaku/tiikikyougikai.html

「障害者差別解消支援地域協議会」とは
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２　参考情報
○　障害特性の理解
　�　障害特性に応じた配慮事項等を知るに
は、例えば、以下のようなホームページ
があります。
・　ハートシティ東京（東京都福祉局障
害者施策推進部）
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　　�https://www.fukushi.metro.tokyo.
lg.jp/tokyoheart/index.html

　　　　　　　　　　　　

・　公共サービス窓口における配慮マニュ
アル‒障害のある方に対する心の身だし
なみ‒（内閣府）

　　�https://www8.cao.go.jp/shougai/
manual.html

・　障害の種類と必要な就労支援機器の
紹介（独立行政法人　高齢・障害・求
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職者雇用支援機構）
　　�https://www.kiki.jeed.go.jp/inf/
u0400.html

○�　「合理的配慮等具体例データ集　合理
的配慮サーチ」（内閣府）
　　�https://www8.cao.go.jp/shougai/
suishin/jirei/index.html

○　国等職員対応要領・事業者向け対応指針
　�　国では、府省庁ごとに職員向け対応要
領と事業者向け対応指針を作成していま
す。各府省庁の対応要領・対応指針は、
内閣府ホームページから確認できます。
・対応要領　�https://www8.cao.go.jp/

shougai/suishin/sabekai/
taioyoryo.html

・対応指針　�https://www8.cao.go.jp/
shougai/suishin/sabekai/
taioshishin.html
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○　障害者差別解消法全般について
　�　法律全般に関する内容等について、詳
しくは内閣府のホームページを参照して
ください。https://www8.cao.go.jp/
shougai/suishin/sabekai.html

　�　内閣府ホーム�＞内閣府の政策�＞政策
調整トップ�＞障害者施策�＞もっと詳し
く�＞基本的枠組み�＞障害を理由とする
差別の解消の推進
　
○�　東京都障害者への理解促進及び差別解
消の推進に関する条例
目次
前文
第一章　総則（第一条―第六条）
第二章　障害を理由とする差別に関する相
談及び紛争の防止又は解決のための体制等
第一節　障害を理由とする差別の禁止
（第七条）
第二節　障害を理由とする差別に関する
相談体制（第八条）
第三節　障害を理由とする差別に関する
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紛争の防止又は解決のための体制（第九
条―第十三条）
第四節　調整委員会（第十四条）
第三章　共生社会実現のための基本的施策
（第十五条―第十八条）
第四章　雑則（第十九条・第二十条）
附則
平成十八年、国際連合において、全ての
障害者によるあらゆる人権及び基本的自由
の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、
及び確保すること並びに障害者の固有の尊
厳の尊重を促進することを目的として、障
害者の権利に関する条約が採択された。
その後、我が国は、条約の締結に向けて、
障害者基本法の改正、障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律
及び障害を理由とする差別の解消の推進に
関する法律の制定等、国内法の整備を進め、
平成二十六年、障害者の権利に関する条約
を締結した。
しかしながら、今なお、障害及び障害者
への誤解や偏見その他理解の不足により、
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障害者は、日常生活や社会生活の様々な場
面において、障害を理由とする不当な差別
的取扱いを受け、自立や社会参加が妨げら
れている。中でも、障害のある女性は、障
害を理由とする差別と性に基づく差別とい
う二重の差別を受ける場合がある。これら
障害者が日常生活や社会生活で受ける差別
や制限は、心身の機能の障害のみならず、
社会における様々な障壁によって作り出さ
れているのであって、障壁を取り除くこと
は社会全体の責任である。
多様性こそが都市としての発展の原動力
であるとの認識の下、東京都は、障害及び
障害者への都民の理解を深めるとともに、
障害を理由とする不当な差別的取扱いを無
くし、建設的な対話と合理的配慮の提供を
通じ、社会的障壁の除去の取組を進めてい
かなければならない。
ここに、障害者の権利に関する条約、障
害を理由とする差別の解消の推進に関する
法律等の理念の下、東京に暮らし、東京を
訪れる全ての人が、障害の有無によって分
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け隔てられることなく、相互に人格と個性
を尊重し合いながら共生する社会の実現を
目指し、この条例を制定する。
第一章　総則
（目的）
第�一条　この条例は、障害を理由とする差
別の解消の推進に関し、基本理念を定め、
東京都（以下「都」という。）、都民及び
事業者の責務を明らかにするとともに、
障害を理由とする差別の解消の推進に関
する法律（平成二十五年法律第六十五号。
以下「法」という。）第十四条に規定する
相談及び紛争の防止又は解決のための体
制の整備（以下「体制整備」という。）並
びに法第十五条に規定する啓発活動（以
下「啓発活動」という。）の実施に関し必
要な事項等を定めることにより、障害を
理由とする差別を解消し、もって共生社
会の実現に寄与することを目的とする。

（定義）
第�二条　この条例において次の各号に掲げ
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定
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めるところによる。
一　障害者　身体障害、知的障害、発達
障害を含む精神障害、難病その他の心身
の機能の障害（以下「障害」と総称する。）
がある者であって、障害及び社会的障壁
により継続的に日常生活又は社会生活に
相当な制限を受ける状態にあるものをい
う。
二　事業者　法第二条第七号に規定する
事業者のうち、都の区域内において商業
その他の事業を行う者をいう。
三　社会的障壁　法第二条第二号に規定
する、障害がある者にとって日常生活又
は社会生活を営む上で障壁となるような
社会における事物、制度、慣行、観念そ
の他一切のものをいう。
四　共生社会　障害の有無によって分け
隔てられることなく、相互に人格と個性
を尊重し合いながら共生する社会をい
う。
五　障害の社会モデル　障害者が日常生
活又は社会生活において受ける制限は、
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障害のみに起因するものではなく、社会
的障壁と相対することによって生ずるも
のとする考え方をいう。

（基本理念）
第�三条　障害を理由とする差別の解消は、
次に掲げる事項を基本理念（以下「基本
理念」という。）として推進するものと
する。
一　全て都民は、障害の有無にかかわら
ず、等しく基本的人権を享有するかけが
えのない個人として尊重されること。
二　全て障害者は、社会を構成する一員
として社会、経済、文化その他あらゆる
分野の活動に参加する機会が確保される
こと。
三　全て障害者は、可能な限り、言語（手
話等を含む。）その他の意思疎通のため
の手段についての選択の機会が確保され
るとともに、情報の取得又は利用のため
の手段についての選択の機会の拡大が図
られること。
四　全て障害者は、障害のある女性が障
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害及び性別による複合的な原因により特
に困難な状況に置かれる場合等、その性
別、年齢等による複合的な原因により特
に困難な状況に置かれる場合において
は、その状況に応じた適切な配慮がなさ
れること。
五　障害を理由とする差別の解消は、障
害及び障害者に対する誤解、偏見その他
理解の不足の解消が重要であることに鑑
み、多様な人々により地域社会が構成さ
れているという基本認識の下に、全ての
都民が相互理解を進め、障害、障害者及
び障害の社会モデルに関する理解を深め
ることを基本として推進すること。

（都の責務）
第�四条　都は、基本理念にのっとり、障害
を理由とする差別を解消するため、必要
な体制整備を図るものとする。
２�　都は、基本理念にのっとり、障害、障
害者及び障害の社会モデルについて、都
民及び事業者の関心と理解を深め、適切
に行動するために必要な啓発活動を行う
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ものとする。
（都民及び事業者の責務）
第�五条　都民及び事業者は、基本理念にのっ
とり、障害、障害者及び障害の社会モデ
ルについて自ら積極的に関心と理解を深
めるとともに、都が実施する障害を理由
とする差別の解消の推進に関する施策に
協力するよう努めなければならない。

（区市町村との連携）
第�六条　都は、体制整備及び啓発活動を実
施するときは、特別区及び市町村（以下
「区市町村」という。）との連携に努めな
ければならない。
２�　都は、区市町村が体制整備及び啓発活
動を実施するときは、情報の提供及び技
術的助言その他必要な支援を行うよう努
めなければならない。
第二章　障害を理由とする差別に関する相
談及び紛争の防止又は解決のための体制等
第一節　障害を理由とする差別の禁止

（障害を理由とする差別の禁止）
第�七条　都及び事業者は、その事務又は事
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業を行うに当たり、障害を理由として障
害者でない者と不当な差別的取扱いをす
ることにより、障害者の権利利益を侵害
してはならない。
２�　都及び事業者は、その事務又は事業を
行うに当たり、障害者から現に社会的障
壁の除去を必要としている旨の意思の表
明（知的障害、発達障害を含む精神障害
等により本人による意思の表明が困難な
場合には、障害者の家族、介助者等コミュ
ニケーションを支援する者が本人を補佐
して行う意思の表明を含む。）があった
場合において、当該障害者と建設的な対
話を行い、その実施に伴う負担が過重で
ないときは、障害者の権利利益を侵害す
ることとならないよう、当該障害者の性
別、年齢、障害の状態等に応じて、社会
的障壁の除去の実施について必要かつ合
理的な配慮をしなければならない。
第二節　障害を理由とする差別に関する
相談体制

（広域支援相談員）
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第�八条　法第十四条の規定による相談に的
確に応ずるため、広域支援相談員を置く。
２�　広域支援相談員は、障害を理由とする
差別の解消に関する知識及び経験を有す
る者のうちから、知事が任命する。
３�　広域支援相談員は、次に掲げる職務を
行う。
一　障害者及びその家族その他関係者並
びに事業者からの障害を理由とする差別
に関する相談に応じ、区市町村等と連携
して、必要な助言、調査、情報の提供及
び関係者間の調整を行うこと。
二　区市町村における障害を理由とする
差別に関する相談の解決を支援するた
め、相互の連携を図るとともに、必要な
助言、調査、情報の提供及び関係者間の
調整を行うこと。
三　障害を理由とする差別に係る相談の
情報の収集及び分析を行うこと。
４�　広域支援相談員は、前項各号に掲げる
職務を公正中立に行わなければならな
い。
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第三節　障害を理由とする差別に関する
紛争の防止又は解決のための体制

（あっせんの求め）
第�九条　障害者並びにその家族及び後見人
その他障害者を現に保護する者は、第七
条各項の規定に違反する取扱いを受けた
と認める場合で、第八条第三項の規定に
より相談を行い、当該相談について広域
支援相談員が対応してもなおその解決が
見込めないときは、知事に対し、紛争の
解決のために必要なあっせんを求めるこ
とができる（以下「あっせんの求め」と
いう。）。
２�　前項の規定にかかわらず、次の各号の
いずれかに該当する場合は、あっせんを
求めることができない。
一　行政庁の処分又は職員の職務の執行
に関する場合であって、他の法令等に基
づく不服申立て又は苦情申立て等をする
ことができるとき。
二　障害者の雇用の促進等に関する法律
（昭和三十五年法律第百二十三号）に規
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定する障害者に対する差別の禁止に該当
するとき。
三　同一の事案について、過去に前項の
規定によるあっせんの求めを行ったこと
があるとき。
四　障害者の家族及び後見人その他障害
者を現に保護する者が前項の規定による
あっせんの求めを行う場合において、当
該あっせんの求めが当該障害者の意に反
するとき。

（事実の調査）
第�十条　知事は、前条第一項の規定による
あっせんの求めがあったときは、その職
員（広域支援相談員を含む。この条にお
いて同じ。）に、当該あっせんの求めが
あった事案（以下「紛争事案」という。）
に係る事実を調査させるものとする。
２�　紛争事案の当事者（前条第一項の規定
によるあっせんの求めを行った者及び当
該あっせんの求めにおいて第七条各項の
規定に違反する取扱いを行ったとされた
事業者をいう。以下同じ。）その他関係
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者（以下「関係者」という。）は、正当
な理由がある場合を除き、前項の調査に
協力しなければならない。
３�　第一項の調査を行う職員は、その身分
を示す証明書を携帯し、関係者の請求が
あったときは、これを提示しなければな
らない。第十一条第五項の規定による調
査をする場合も、同様とする。

（あっせん）
第�十一条　知事は、前条第一項の調査の結
果に基づき、都民への影響が大きい事案
であり、紛争事案の解決のために必要が
あると認められるときは、次項各号に該
当する場合を除き、東京都障害を理由と
する差別解消のための調整委員会（以下
「調整委員会」という。）にあっせんを付
託するものとする。
２�　調整委員会は、前項の規定によるあっ
せんの付託があったときは、次に掲げる
場合を除き、あっせんを行うものとする。
一　紛争事案について、第九条第一項の
規定に基づきあっせんの求めを行った者
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が、自らあっせんの求めを取り下げる意
思を示した場合等、あっせんの必要がな
いと認めるとき。
二　紛争事案について、法第十四条の規
定に基づき国又は他の地方公共団体が現
に紛争の防止又は解決を図っている場合
等、あっせんを行うことが適当でないと
認めるとき。
３�　調整委員会は、紛争事案の解決のため
に必要があると認めるときは、当該紛争
事案の当事者及び関係者に対し、必要な
調査を行うことができる。
４�　第十条第三項前段の規定は、前項の調
査について準用する。この場合において、
同条第三項中「第一項」とあるのは「第
十一条第三項」と、「職員」とあるのは「調
整委員会の委員」と読み替えるものとす
る。
５�　調整委員会は、必要があると認めると
きは、知事に第三項の調査の全部又は一
部を行わせることができる。この場合に
おいて、知事は、第十条第一項に規定す
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る職員に当該調査を行わせるものとす
る。
６�　紛争事案の当事者及び関係者は、正当
な理由がある場合を除き、第三項の規定
による調査（前項の規定により知事がそ
の全部又は一部を行う場合を含む。次条
において同じ。）に協力しなければなら
ない。
７�　調整委員会は、紛争事案の解決のため
必要なあっせん案を作成し、これを紛争
事案の当事者に提示するものとする。
８�　あっせんは、次のいずれかに該当した
ときは、終了する。
一　あっせんにより紛争事案が解決した
とき。
二　あっせんによっては紛争事案の解決
の見込みがないと認めるとき。
９�　調整委員会は、第二項各号に該当する
場合としてあっせんを行わないこととし
たとき又は前項の規定によりあっせんを
終了したときは、その旨を知事に報告す
るものとする。
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（勧告）
第�十二条　調整委員会は、知事に対し、次
の各号のいずれかに該当する場合は、事
業者に対して、障害を理由とする差別の
解消に必要な措置を講ずるよう勧告を求
めることができる。
一　前条第二項の規定によりあっせんを
行った場合において、当該事業者が、正
当な理由なく、あっせん案を受諾せず、
又は受諾したあっせん案に従わず、これ
を放置することが障害を理由とする差別
の解消の推進に著しい支障があると認め
られるとき。
二　当該事業者が、正当な理由なく前条
第三項の調査を拒み、妨げ、又は忌避し
たとき。
三　前条第三項の調査に対し、当該事業
者が虚偽の資料を提出し、又は虚偽の説
明を行ったとき。
２�　知事は、前項の規定による勧告の求め
があった場合において、必要があると認
めるときは、当該事業者に対して、障害
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を理由とする差別の解消に必要な措置を
講ずるよう勧告することができる。

（公表）
第�十三条　知事は、前条第二項の規定によ
る勧告を受けた事業者が、正当な理由な
く当該勧告に従わないときは、その旨を
公表することができる。
２�　知事は、前項の規定による公表に当
たっては、あらかじめ、当該勧告を受け
た事業者に対し、公表をしようとする旨
を通知し、当該事業者又はその代理人の
出席を求め、意見を述べ、証拠を提示す
る機会を与えなければならない。
３�　知事は、第一項の規定による公表に当
たっては、あらかじめ、第九条第一項の
規定によるあっせんの求めを行った者及
び調整委員会の意見を聴くことができ
る。
第四節　調整委員会

（調整委員会）
第�十四条　あっせんの求めがあった事案の
解決を図るため、公正中立な調査審議及
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びあっせんを行う知事の附属機関とし
て、調整委員会を置く。
２�　調整委員会は、紛争事案の公正中立な
調査審議及びあっせんを行うことがで
き、障害者の権利擁護について優れた識
見を有する者のうちから、知事が任命す
る十五名以内の委員で組織する。
３�　委員の任期は二年とし、補欠の委員の
任期は、前任者の在任期間とする。ただ
し、再任を妨げない。
４�　委員は、非常勤とする。
５�　委員は、職務上知り得た秘密を漏らし
てはならない。その職を退いた後も同様
とする。
６�　第二項から前項までに定めるもののほ
か、調整委員会の組織及び運営に関し必
要な事項は、知事が定める。
第三章　共生社会実現のための基本的施策
（情報保障の推進）
第�十五条　都は、障害者が円滑に情報を取
得し、意思疎通ができるようになること
は、障害者だけでなく都民及び事業者に
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とっても必要であるという認識に基づ
き、手話、筆談、点字、拡大文字、読み
上げ、分かりやすい表現その他障害者が
分かりやすく利用しやすい方法（以下「障
害者に配慮した方法」という。）による
情報の提供が普及するよう必要な施策を
講ずるものとする。
２�　都は、関係機関と連携し、意思疎通を
仲介する者の養成のために必要な施策を
講ずるものとする。
３�　都は、障害者が都政に関する情報を速
やかに得ることができるよう、可能な限
り、障害者に配慮した方法によって情報
の提供を行うものとする。

（言語としての手話の普及）
第�十六条　都は、独自の文法を持つ手話は
一つの言語であるという認識に基づき、
都民及び事業者において言語としての手
話の認識を広げるとともに、手話の利用
が普及するよう必要な施策を講ずるもの
とする。

（教育の推進）
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第�十七条　都は、障害、障害者及び障害の
社会モデルに関する正しい知識を持つた
めの教育が行われるよう、情報の提供そ
の他必要な施策を講ずるものとする。

（事業者による取組の支援）
第�十八条　都は、事業者による共生社会の
実現に向けた自主的な取組を促進するた
め、先進事例の収集及び公表その他の情
報の提供並びに技術的助言並びに障害者
と事業者との連携の促進その他必要な施
策を講ずるものとする。
第四章　雑則
（委任）
第�十九条　この条例の施行に関し必要な事
項は、東京都規則で定める。

（罰則）
第�二十条　第十四条第五項の規定に違反し
て秘密を漏らした者は、一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
　　　　附　則
１�　この条例は、平成三十年十月一日から
施行する。
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２�　都は、社会環境の変化及びこの条例の
規定の施行の状況その他障害を理由とす
る差別の解消の推進の状況を勘案し、必
要があると認めるときは、この条例の規
定について検討を加え、その結果に基づ
いて所要の措置を講ずるものとする。
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おわりに

障害者差別解消法及び都条例はどちら
も、障害の有無によって分け隔てられるこ
となく、誰もがお互いの個性と人格を尊重
し、理解し合うことによって、共生社会を
実現することを目指しています。
しかし、社会に存在する障害者に対する
差別は、障害者差別解消法や都条例が成立
したことで直ちに解消するものではなく、
この法律や都条例の内容をきちんと理解
し、誰もが暮らしやすい社会をつくるため
の行動が、皆様一人ひとりに求められてい
ます。
そのためには、障害について理解し、障
害のある方と対話し、お互いに考え、障害
を理由とする権利侵害が起こらないよう、
一人ひとりが取り組むことが重要です。
ハンドブック作成に当たっては、各府省
庁が作成した職員対応要領、各主務大臣が
作成した対応指針等を参考にしました。
令和６年４月の改訂では、改正法の施行
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に合わせ内容を見直し、記載内容をより充
実させています。
このハンドブックに記載していること
は、あくまでも例示であり、記載された事
例が全てではありません。しかし、このハ
ンドブックを活用いただき、どうすればよ
いのか考え、理解し合うきっかけにしてい
ただければ幸いです。
東京都は、皆様とともに、障害を理由と
した差別のない社会の実現を目指していき
ます。

このハンドブック作成・改訂に当たっては、
障害者団体・事業者団体等の皆様から、
御意見を頂戴しました。
また、作成時にはパブリックコメントも実
施し、多くの方々から御意見を頂きました。
貴重な御意見・御提案をお寄せいただき、
どうも有難うございました。� �
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≪御協力団体一覧≫
東京都障害者差別解消支援地域協議会　委
員・オブザーバーの皆様
障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡
会
東京都重症心身障害児（者）を守る会
東京都精神障害者団体連合会
特定非営利活動法人　東京都自閉症協会
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